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午前１０時００分 開議  

◎開議宣告

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。

ただいまの出席議員は１４名でありま

す。定足数に達しておりますので、これか

ら平成２８年第５回美幌町議会定例会第２

日目の会議を開きます。

―――――――――――――――――――

◎日程第1 会議録署名議員の指名

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は会議規則第１２５条の

規定により、７番早瀨仁志さん、８番岡本

美代子さんを指名します。

―――――――――――――――――――

◎諸般の報告

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。

諸般の報告については、事務局長から報

告させます。

○事務局長（藤原豪二君） 諸般の報告を

申し上げます。

本日の会議につきましては、お手元に配

付しております議事日程のとおりでありま

す。朗読については省略させていただきま

す。

次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましては、第

１日目と同様でありますので御了承願いま

す。

以上で諸般の報告を終わります。

―――――――――――――――――――

◎日程第２ 一般質問

○議長（大原 昇君） 日程第２ 一般質

問を行います。

昨日に引き続き、通告順により発言を許

します。

３番新鞍峯雄さん。

○３番（新鞍峯雄君） 〔登壇〕 私は、

さきに通告いたしました１項目５点につい

て質問をさせていただきます。

全国的にふえ続ける空き家に対する措置

としての空き家対策特別措置法は、自民党

空き家対策推進議員連盟により、空家等対

策の推進に関する特別措置法として、平成

２６年１１月に公布、平成２７年２月に施

行された。

私は平成２６年３月定例会の一般質問

で、空き家対策の条例制定を提言したが、

このとき町長は、関係法律の成立後、地域

の実態に沿った実効性のある条例制定に向

け取り進めると答弁されております。

その後、平成２７年３月定例会の一般質

問で、私は改めて町長の考えをただしたと

ころ、平成２７年施行の法律の内容と検討

内容が重なっているため、条例制定の必要

はないと、これまでの前向きな姿勢から一

転して、大きく後退する答弁をされたのが

昨年までの経緯であります。

しかし、施行された空き家対策特別措置

法は、万全の法律ではなく、仕組みには不

適切な点が多いのも事実であります。

今日では、空き家対策特別措置法だけで

は十分に対応できないことから、地域に合

った条例を制定している自治体は少なくあ

りません。現在、町が行っている空き家対

策について次の５点をお伺いします。

１点目は、町では空き家に対する取り組

みをどのように進めているのか。

２点目は、特定空き家に指定された老朽

家屋を撤去すると、撤去費用プラス増税す

なわち住宅用地特例の解除で、費用がかか

ってしまうが対策はあるのか。

３点目は、特定空き家等と市町村が認定

したもののみ、助言・指導・勧告・命令を

できるが、いずれの手続も省略できない。

このため、災害などの緊急時の対応はどの

ようにするのか。

４点目は、この法律の第６条で規定され

ている空家等対策計画を策定する考えはあ

るか。

５点目は、問題空き家について、周辺住
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民と所有者との間に入って粘り強く問題に

取り組んだ場合、民事的解決方策の支援措

置について対応策はあるか。

以上、１回目の質問でございます。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 〔登壇〕 新鞍議

員の質問にお答えを申し上げたいと思いま

す。

空き家対策について、１点目の御質問で

ありますが、空き家に対する取り組みにつ

きましては、自治体で作成することができ

る空家等対策計画の作成、並びに協議会組

織の発足は、現在のところ至っておりませ

んが、町民からの空き家に関する御相談が

ありましたら、解決に向けて役場組織で横

断的に対応・助言を行っております。

２点目の御質問ですが、本町では特定空

き家の指定を実施しておりませんので、御

質問にある対策は持っておりません。

措置法では、特定空き家の所有者に勧告

が出された場合、住宅用地特例から除外す

ることとなり、更地として固定資産税を課

税することが規定されております。これら

は、所有者に第一義的な管理責任を持たせ

ることを基本として、特定空き家に指定さ

れる前に、みずから適正管理を促すことを

目的としているものであります。

３点目の御質問ですが、特定空き家の緊

急時対応につきましては、措置法以外にも

他法令との関連が考えられ、建築基準法に

基づく措置、火災予防の観点から消防法、

災害における障害物の支障を排除する観点

から災害救助法に基づく措置等が考えられ

ます。このため状況に応じ、各法令を適用

することで、緊急時の対応は可能であると

考えております。

４点目の御質問ですが、空き家の実態や

特定空き家に該当するような物件の可否

等、調査を図りながら、今後空家等対策計

画の策定について考えてまいりたいと存じ

ます。

５点目の質問でありますが、民事的解決

方策の支援措置につきましては、相談窓口

の御紹介等を住民の方々に対応を図ってま

いりたいと考えております。

以上、御答弁をさせていただきました。

よろしくお願いをいたしたいと思います。

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。

○３番（新鞍峯雄君） それでは、再質問

をさせていただきます。

まず、その前に、空き家対策特別措置法

ですが、再質問の中では、空き家法と略し

て発言させていただきます。

今回の質問は、空き家法が不適切と言い

ましたけれども、言いかえますと、完全と

は言えない法律であるということで、私は

町の条例制定を進めたいという観点から再

質問をさせていただきます。

平成２５年度で、空き家は全国で８２０

万戸あり、５年前に比べると、空き家数は

６３万戸増加、年平均６万戸がふえている

という状況で、空き家率は１３.５％であり

ます。平成２２年７月に、全国で初めて空

き家条例が制定されたのが、埼玉県の所沢

市で、その後、３年半の間に、全国３５５

カ所で条例が制定されております。２年前

の平成２６年４月現在で、３５５自治体の

ほかに、３００以上の自治体が条例制定を

検討しておりましたけれども、法律が施行

された関係で、平成２６年１０月現在、４

０１自治体が空き家条例を制定しておりま

すが、現在はもっとふえているという状況

であります。

最初の質問で私は、空き家法の仕組みが

完全とは言えないという点が多いと述べた

わけでありますけれども、そこで５点ほど

お伺いします。

１点目は、空き家はその原因等を含め、

地域の実情が異なっており、それぞれの地

域の実態を踏まえて条例を制定することが

適切な分野の行政であるにもかかわらず、

法律で全国一律の仕組みを規定しようとす

ることに、そもそも無理があるという点で
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ありますけれども、この点について考えを

お伺いしたいと思います。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 法律が全国一律と

いうのはどうなのかというお話であります

けれども、逆に言うと、全国一律だからこ

そ、細かいことはそれぞれの要綱なりに任

せて、やはり全国どこでも共通する問題に

ついては、法律の中で定めていくというの

は、一般的な法律を作成する上での考え方

だと思っております。

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。

○３番（新鞍峯雄君） 全国一律、全てが

解決するのでしたらいいのですけれども、

やはり解決できない部分は、町の条例でし

っかりと定めて、解決してはどうかという

私の考えでございますが、いかがでしょう

か。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 法律は、全国どこ

でも通用するようなことを定めて、それに

合わないような部分、例えば、地域の特性

に合ったものをどうするかというのは、条

例に任されるということになると思います

けれども、ただ、法律を超えて条例が制定

できないというようなことも、別な考え方

としてありますので、そういった意味で、

法律を超えての条例制定は難しいというこ

とでありますので、法律の中の内数の中

で、やはり条例制定なりというのは出てく

ると思いますので、法律が全国一律という

のは正しい考え方なのだろうと、そのよう

に思っております。

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。

○３番（新鞍峯雄君） ２点目に移らせて

いただきます。

特定空き家等の範囲の中で、長屋とか共

同住宅は対象外にあるなど、空き家の定義

が地域の実情に合っていないということが

考えられますが、その点についてお伺いい

たします。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） それぞれ空き

家の対象等について、長屋の問題だとか共

同住宅等々あろうかと思います。しかし、

この法のもとでは財産権の問題もあって、

それぞれの自治体においては、空き家対策

には十分注意を払って、法に基づいて対応

をしてくださいというのが法の趣旨でござ

います。それぞれの長屋・共同住宅の定義

を含めて、いろいろな形で、法律では無理

なところも出てくるかもしれませんけれど

も、基本的に、法に基づいて、住民の方々

の生活あるいは安全を確保できる法律は、

最低限制定をされたという認識をしており

ますので、とりあえず法に基づいてやるべ

きことについて、行政としてはしっかりや

っていきたいと考えております。

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。

○３番（新鞍峯雄君） ３点目に移らせて

いただきます。

特定空き家等を市町村が認定したものだ

け、助言・指導・勧告・命令をできるわけ

でありますけれども、いずれの手続も省略

できないという、融通のきかない点がある

わけですけれども、この点についてお伺い

申し上げます。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） 先ほども御答

弁させていただきましたが、この法につい

ては、それぞれの自治体で十分注意を払っ

て、最終的に空き家の対応を図るべきだと

いうのが、法の中で基本的に言われている

ところでございます。ですから、きちんと

手順を踏んだ中で、協議会をつくって、協

議会の中でその対応策をきちんとお示しを

した中で、自治体としては対応を図ってく

ださいということでございますので、美幌

町はまだ協議会、あるいはその計画の策定

はされておりませんが、法に基づいた形で

今後とも進めていくというように考えてお
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ります。

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。

○３番（新鞍峯雄君） ４点目に移らせて

いただきます。

固定資産税の住宅用地特例の解除で、老

朽家屋の撤去は、家計を圧迫することによ

って、より解体が困難になるということで

ありますけれども、この件に対してどのよ

うに考えるかお聞かせください。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） １回目の答弁

でもお答えさせていただいておりますけれ

ども、特定空き家等については、第一義的

には所有者の責任において、きちんと解決

をしていただくというのが基本だろうと思

っています。その中で、今回の法の中で、

特定空き家勧告がされた場合については、

その住宅特例措置についても廃止をすると

いうことが明確にうたわれております。こ

れも所有者の責任において、きちんと対応

を図ることを目的として、制定されている

ものでございますから、それぞれ解体の費

用あるいは特例措置が廃止をされることに

よっての負担が出てくるということについ

ては、法の精神の中でいけば、当然の話か

というように考えているところでございま

す。

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。

○３番（新鞍峯雄君） ５点目でございま

すけれども、保護法益に対する理解が欠け

ているということでございますが、保護法

益、空き家法は、基本的に建築基準法の仕

組みをなぞって作成しているわけでござい

ますけれども、建築基準法が対象としてい

る一般の住宅、また空き家は、財産権の保

障の観点から、保障の程度に差があること

は明らかであるにもかかわらず、同一に取

り扱っていると判断せざるを得ないのであ

ります。このことは、保護法益に対する理

解が欠けていると考えますけれども、いか

がでしょうか。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） 空き家対策に

ついては、その近隣の方の生活、あるいは

その身体的な安全確保を含めて、そういっ

た危険性が伴うものについて、特定空き家

として認定をすることになっております。

そういった意味からいけば、住民の方々が

安心して生活ができる方策を示したものだ

ろうと考えておりますので、その部分につ

いて、住民の方が安心で何の心配もなく生

活を送るためには、支障となるもだという

ことの定義だと思っていますので、そこの

ところについて、財産権を含めてどうなの

かというところについては、少し新鞍議員

とは違う考え方を私どもは持っているとこ

ろでございます。

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。

○３番（新鞍峯雄君） この保護法益は、

それぞれ考え方の違いによって解釈が違っ

てくるということも考えられます。

次の質問に移らせていただきます。

最初の質問の５点についてでありますけ

れども、最初の１点目の空き家対策の取り

組み状況ですが、きのう戸澤議員が空き家

対策の質問をされ、空き家対策における現

状についての答弁では、措置法が全面施行

された直後の昨年６月５日に、関係する部

署７グループと消防本部による第１回目の

会議を開催したということでありました。

今、１年３カ月も経過して、第１回が開催

されてから２回目がなく、いまだに空家等

対策計画の作成、そして協議会も設置され

ていないということであります。

どうしてかと言いたいのでありますけれ

ども、私が空き家対策の一般質問を今から

４年前の平成２４年にしたのが第１回目で

あります。ふえ続ける空き家に対する危機

感から、空き家対策として条例の必要性を

提言してきたわけであります。今回が４回

目になりますけれども、しかし、今の空き
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家対策の実態を知り、これまでの私の思い

が全く伝わっていないのではないかと強く

感じたところであります。

昨日の戸澤議員の空き家対策に対する質

問での総務部長の答弁がございました。

「空き家は今後もふえ続ける。空き家の実

態調査、利活用など、緊急に対処していか

なければならない」と、２回ほど答弁があ

ったと思います。私には、何かむなしく心

に響いたところでありますけれども、改め

て今後についてお伺いします。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） 昨日、戸澤議

員の御質問の答弁もさせていただいたとこ

ろでございますけれども、空き家によって

生活が脅かされているといいますか、そう

いったもので町民の不安を抱くようなも

の、これが今後においては出てくる可能性

が非常に高いのだろうと思っていますの

で、そういった安心を確保する上でも、取

り組みを進めなければいけない課題だと思

っているところでございます。

ただ、空き家は、撤去あるいは解体をす

るだけではなくて、空き家の有効活用をど

う図っていくかということも、一方では考

えていかなければいけない課題だとも思っ

ていますので、それらも含めて、早急に対

策を講じていきたいと考えております。

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。

○３番（新鞍峯雄君） 今年度から新たに

国でつくった事業でありますけれども、空

き家対策総合支援事業というものができて

おります。これは、空家等対策計画に基づ

き実施する、空き家の活用や除却などを、

地域のまちづくりの柱として実施する市町

村に対して、国が重点的・効率的な支援を

行うため、社会資本整備総合交付金とは別

枠で措置するものであります。

補助対象事業としては、空き家の活用、

空き家の除却、そして関連する事業、この

関連する事業というのは、例えば空き家を

低所得者向けの住宅に活用するとか、周辺

建物の外観整備などであります。事業主体

は市区町村で、補助率は２分の１。ただ

し、補助対象として一つ、空き家対策特別

措置法に基づく、空家等対策計画を策定し

ていること。また、二つ目には、空き家対

策特別措置法に基づく協議会を設置するな

ど、地域の民間事業者等との連携体制があ

るとありますけれども、しかし、本町で

は、空家等対策計画の策定もありません。

協議会の設置もまだないわけでありますけ

れども、この事業に対する考えをお伺いし

ます。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） これは、国土

交通省で、社会資本整備総合交付金とは別

枠ということで、空き家対策について力を

入れていくということでできた事業で、２

８年度に創設されておりますけれども、基

本的には、空き家あるいは解体した後の跡

地をどう利用していくのか、どのような活

用方法により有効活用していくのかという

ことが、この事業のメーンでございます。

新鞍議員おっしゃるとおり、対策計画の

策定あるいは協議会の設置が必須という形

で、事業採択の中の基準としてございます

ので、これは事業の活用も含めて、対策計

画あるいは協議会の設置も考えながら、こ

の事業の活用も図れるかどうかを含めて、

検討させていただきたいと思っておりま

す。ただ、相当具体的な計画と民間事業者

との連携の中で、事業が実施をされること

ということになっておりますので、それら

を含めて、実施可能かどうかを判断させて

いただきたいと考えております。

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。

○３番（新鞍峯雄君） とにかく、計画も

なし、協議会もできていないわけですか

ら、とりあえず、まずそちらを一日も早く

立ち上げて、せっかくこういう国の補助の

ある支援事業ですので、しっかりとやって
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いただきたいと、そのように思っておりま

す。

次に移ります。

ことしできた税金でございますけれど

も、空き家の発生を抑制するための新たな

制度として、所得税・個人住民税の特例措

置が創設されたということでございます。

その内容は、相続人が相続により生じた古

い空き家または当該空き家の除却後の敷地

を、平成２８年４月１日から平成３１年１

２月３１日までの間、ですから時限立法で

ございますけれども、その間に譲渡した場

合、譲渡所得から３,０００万円を特別控除

するというものであります。

空き家の所有者といいますか、相続人に

は、朗報と思いますけれども、この制度を

どの程度の方が知っているかということで

あります。町としての対応について、お伺

い申し上げます。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） この特例措置

が創設されたものについては、生活環境へ

の悪影響を未然に防ぐということで、空き

家を生まないということの対策として、特

例措置が創設をされたと考えております。

この３,０００万円の控除を受けるために

は、そういう住宅がある場合については、

耐震が備わっていないとだめ、あるいはリ

フォームが終わっていないとだめというよ

な形のいろいろな要件もございます。

いずれにしても、こういう制度がありま

すので、町民の方にも、こういったもので

譲渡所得から３,０００万円の控除が受けら

れる制度というものが創設されているとい

うことについては、ＰＲをしてまいりたい

と考えております。

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。

○３番（新鞍峯雄君） せっかくある制度

ですので、空き家の所有者が有効活用す

る。また、これが空き家の減少や発生の抑

制につながると考えるところであります。

次の質問に移ります。

２点目の、本町では特定空き家の指定を

実施していないという回答があったところ

でありますけれども、これは該当する空き

家がないのか、それとも空き家については

未調査――きのうの戸澤議員の空き家対策

の答弁では、空き家についての実態調査が

まだというように受けとめておりますけれ

ども、それでよかったのでしょうか。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） きのうも御答

弁申し上げましたけれども、消防では、防

火に関する調査を毎年１０月１日現在で実

施しておりますけれども、全町的に防火に

関係なく、空き家対策に向けての空き家調

査というのは、まだ実施をしていない状況

でございます。

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。

○３番（新鞍峯雄君） 現在、問題のない

空き家といいますか、特定空き家までに至

っていない空き家は少ないと思いますけれ

ども、問題のない空き家、普通の空き家で

も、人が住まない家は劣化しやすく、定期

的な管理が必要なわけであります。管理も

せずに放置されることで、特定空き家の予

備軍となり、やがては特定空き家に指定と

なるわけであります。

空き家法では、先ほど答弁ありましたと

おり、今は税金がかかるということになる

わけでありますけれども、空き家条例を独

自に制定している自治体、例えば新潟県見

附市では、住宅に適用される固定資産税の

軽減策として、２年間固定資産税を減免す

る。東京都足立区では、指導・勧告に従っ

て措置を行う者に対して、税の助成などの

救済措置など、ほかにもたくさんあります

けれども、各自治体独自の特色ある条例で

対応しております。この件について、お伺

いいたします。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） 先ほどから御
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答弁させていただいておりますけれども、

危険空き家、特定空き家については、所有

者あるいは相続をされた方が、きちんと対

応をしていただくというのが基本的な考え

方だろうと思っていますし、あるいは行政

で指導・勧告等を行った中で、なおかつ、

その履行がされない場合については、行政

代執行も行えるということになっておりま

す。

そういったことからいけば、基本的には

所有者の方に適正な管理をしていただくと

いうのが基本的な考え方だと考えておりま

す。当然、解体をされて更地になった場合

については、固定資産の課税に基づいて課

税をされると、特例措置をなくして課税を

されるということが当然の話かと考えてお

ります。それで、軽減策を設けて、どれだ

け空き家の撤去が進むかということより

も、きちんと所有者責任を果たしていただ

きたいというのが、行政責任として指導し

ていく立場だと考えております。

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。

○３番（新鞍峯雄君） ３点目の緊急時の

対応でありますけれども、答弁では、建築

基準法・消防法・災害救助法など、状況に

応じて対応が可能であるという答弁であり

ました。最近は、異常気象による想定外の

災害が全国各地で現在も頻繁に発生してい

るわけであり、一刻も早い対応というのは

急務であるわけであります。

緊急時の対応、空き家関係に対しては、

関係法令を建築基準法・消防法・災害救助

法を空き家条例の中に一本としてまとめ

て、本当にわかりやすくしてはどうかと、

私は考えているわけでございますけれど

も、お伺いいたします。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） 恐らく、災害

等によって非常の場合、住民の生命に影響

を及ぼすような空き家については、特定空

き家という認定を受けている建物だという

ように考えております。

特定空き家のガイドラインの中で、非常

の場合について、あるいは危険切迫の場合

については、通常であれば、最終的には行

政代執行に基づいて執行されることなので

すけれども、代執行命令書による通知の手

続をとる暇がないときは、その手続を経な

いで代執行をすることができるというよう

にもうたわれております。こういった意味

からいけば、周りの住民の方たちに危険が

切迫しているような場合については、こう

いったものも含めながら対応を図っていき

たいと考えております。

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。

○３番（新鞍峯雄君） ４点目の空家等対

策計画でありますけれども、平成２０年１

２月８日に出された地方分権改革推進委員

会第２次勧告では、「地方公共団体に対す

る法令による義務付け・枠付けのうち、計

画などの策定及びその手続は、特に問題と

され、強く見直しが求められている」とあ

り、地方分権一括法の基本理念及び地方分

権改革推進委員会勧告に反すると言われて

いるわけでありますが、改めてお伺いいた

します。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） この空き家等

対策計画策定に当たっては、それぞれの町

内における空き家の実態、あるいはどうい

う状況にあるのか、どのくらいの戸数があ

るのかということを把握しないと、対策計

画ができないだろうというように考えてお

ります。

先ほども答弁させていただきましたとお

り、まだその実態調査もできていない状況

でございますので、まずは実態調査を早急

に進めることを考えたいと思っておりま

す。ただ、全国的・全道的に言っても、こ

の対策計画が策定されているというのは、

極めて少ないという状況でございますの

で、そういった意味からも考えますと、こ
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の計画自体を策定するのには、相当のデー

タベースがないと難しいのだろうと考えて

おります。

一応、データについては、固定資産税の

データについて、空き家対策として用いる

場合については、そのデータを使ってもよ

ろしいということも、法の中でうたわれて

おりますので、あらゆるものを活用しなが

ら、まずはその実態調査、現状把握をして

いきたいと考えているところでございま

す。

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。

○３番（新鞍峯雄君） ５点目の質問であ

りますけれども、問題空き家の民事的解決

方策の支援措置、これは空家法には特に定

めていないわけでありますけれども、御答

弁では、相談窓口の御紹介とありますが、

私は町として条例をつくり、その中で例え

ば、住民からの情報提供、自治体による実

態調査、解体費助成など、対策の規定・制

度を明記することで、迅速な対応が可能と

考えますが、お伺いいたします。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） 条例制定によ

らずとも、対策計画の中で具体的な空き家

に対しての対応策をどうするかということ

は、対策計画の中でうたわなければいけな

いということになっています。

この中では、対象地区ですとか、そうい

ったことを細かく規定をしなさいというこ

とになっておりますので、条例制定によら

なくても、計画の中で十分対応は図れるか

と考えているところでございます。

先ほど町長からも答弁がありましたとお

り、法を超えての条例制定はできませんの

で、そういった意味からいけば、法の中で

できる最大限の対策について、計画の中に

きちんとうたい込んでいくということが重

要であろうかと考えております。

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。

○３番（新鞍峯雄君） 法を超えていろい

ろと対応はできないという答弁であります

けれども、国のいろいろな法律、その解釈

を１００％正しいとは言い切れないと言っ

たら少し語弊がありますけれども、そうい

うことでいろいろな裁判とか、そういうこ

とがあるのでしょうけれども、とりあえず

空家法で対策・対応していくという考えで

ありますので、次の質問に移らせていただ

きます。

私も本当に口酸っぱく、条例、条例と提

言しているわけでありますけれども、そこ

で、地方自治法です。ここでお話するのは

釈迦に説法かもしれませんけれども、国と

地方の役割分担を定めた地方自治法第１条

の２第２項では、「国は、国が本来果たす

べき役割を重点的に担い、住民に身近な行

政はできる限り地方公共団体に委ねること

を基本とする」とあります。また、地方自

治法第２条第１１項では、「地方公共団体

に関する法令の規定は、地方自治体の本旨

に基づき、かつ、国と地方公共団体との適

切な役割分担を踏まえたものでなければな

らない」とあり、要するに、この空き家対

策は、地方分権の観点から言いますと、地

方でやるべきことではないかと私は考える

ところであります。

これらを踏まえて、所沢市を初め、今日

まで多くの自治体が条例を定めており、空

き家法では解決できない部分は、各自治体

の特色あるカラーで補足し、新たな条例制

定に取り組んでいる自治体は少なくないと

いうことで、最初の質問で述べたわけであ

りますけれども、この件に関しての考えを

お伺いいたします。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 地方自治法の第１

条、第２条を例に挙げられて御質問があり

ましたけれども、第１条については、国の

役割、そして地方の役割ということで明文

化したものだと思っております。

ただ、法律ができて、その中でそういう
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実態として国の役割・地方の役割を現実的

にできているかどうかについては、いろい

ろな考え方があると思いますので、あえて

私から言うこともないと思いますけれど

も、実態に合わないものもあるのではない

かと思っているところでございます。

そうした中で、法律ができる、そして、

それの足りない部分を補う意味で、条例な

りで定めていくと。そのことで住民の皆さ

んの生活を守ったり、安心・安全を守った

りということが図られるのだろうと思って

おります。

そうした中、その条例の決め事も法律を

超えて、例えば、今話題になっている特定

空き家等について、助言・勧告をして、最

終的に代執行までできるということを、条

例で勧告して、いきなり代執行までできる

かというと、それはもう無理なので、そこ

は順を追ってしっかりとやっていかないと

いけないと。それが法律で決められたこと

で、それを超えて条例でいきなり勧告をし

て、代執行をできるという規定は無理だろ

うと思っております。

そうした中で、やはり国と地方の役割を

しっかりする、そして地方分権のことも質

問にありましたけれども、今は上下主従の

関係からフラットな関係になっていますの

で、例えば、いわゆる空き家法でいう内容

についてもガイドラインを示した。あるい

は指導・助言をするというような、国の立

場から言うと、これは指導・助言だという

ような言い回しになるのだろうと、そんな

ふうに思っております。

いずれにしましても、私どもは、危険家

屋で住民の皆さんの生命・財産が失われる

ことがあってはならないと思っております

ので、そういった対応は今後もしっかりと

とっていきたいと、そのように思っており

ます。

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。

○３番（新鞍峯雄君） 今、町長が特定空

き家に関して法律を乗り越えて、その先を

行くというか、そういう解体とか強制的に

できないと――各自治体で定めている条

例、私もいろいろ拝見しておりますけれど

も、やはりどちらかと言うと、住民を主体

にして、住民の不利にならないという対応

をほとんどの自治体ではとっているという

ように、私は受けてとめているところであ

ります。

それでは、最後の質問に移りますけれど

も、少子高齢化が進んでおります。

さらに、昨日も総務部長が言っておりま

した。「もう空き家はどんどんふえてい

る」と。こういう状況のもと、空き家の実

態調査、また空き家の利活用など、例え

ば、集会場など公共施設としての活用、福

祉用途、ちょっと暮らし移住・定住に向け

た空き家の開放、観光分野、その地域に必

要な空き家の活用方法など、多岐にわたる

政策課題に積極的に応える必要があるわけ

であります。また、関係部局のスムーズな

連携体制のためにも、条例の中で一括管理

していく。そのためには、空き家条例の整

備が必要であると、私は考えているところ

であります。

○議長（大原 昇君） 空き家条例が必要

だということを聞いているから、その辺の

考えをもう一度お願いします。

総務部長。

○総務部長（広島 学君） 先ほども御答

弁をさせていただきましたが、危険空き家

については、やはり対応をとっていかなけ

ればいけないと思っています。ただ、まだ

使用可能な空き家を含めて、これは多分資

源だろうと思っていますので、その資源を

どう有効活用していくかというのも、一方

では協議をしなくてはいけないというよう

に思っています。

ただ、それが条例を制定しないとできな

いかということでは、決してないだろうと

思っていますので、その空き家の有効活用

の方針等々を含めて、今後協議をしながら
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使えるもの、そして住民の皆さんが喜んで

いただける使い方がどういう形であるのか

を含めて、検討を進めていきたいと考えて

おります。

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。

○３番（新鞍峯雄君） もう１点、大事な

ことを忘れておりました。

ただいまのいろいろな議論の中で、とに

かく計画書と協議会、これの設置を急がな

ければそのあとの対応ができない。これは

本当に一日も早く――総務部長がきのうも

先ほども言いましたけれども、急務だと言

いました。

私は、それが心からの発言であると願っ

て、一般質問を終わらせていただきます。

○議長（大原 昇君） これで、３番新鞍

峯雄さんの一般質問を終わります。

暫時休憩します。

再開は１１時１０分といたします。

午前１０時５５分 休憩

―――――――――――――――――――

午前１１時１０分 再開

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続き

会議を開きます。

通告順により発言を許します。

１０番吉住博幸さん。

○１０番（吉住博幸君） 〔登壇〕 質問

させていただきます。

天候・気候が変化したのでしょうか。本

町においても大雨災害が及ぶようになり、

時には、全国的にテレビ等で被害状況が配

信されるほどであります。

そこで、以下のことについてお尋ね申し

上げます。

一つ目、職員の災害に対する知識と技能

をしっかりと習得させてはいかがでしょう

か。

二つ目、災害時対応の装備品等を早急に

充足すべきではないか。

三つ目、避難勧告を発した地域に排水機

場を設置すべきではないか。または、高能

力の排水ポンプを積載した車両を購入すべ

きではないかと思いますので、町長のお考

えをお聞かせ願いたい。

項目の二つ目であります。

毎年９月に繰り返している質問であり、

幾度となく事あるごとに指摘させていただ

いていますが、除雪・排雪の効率が高まる

方法は検討していらっしゃるでしょうか。

二つ目、しっかりした補正予算を組むべ

きではないか。町長の考えはいかほどでし

ょうか。

項目の三つ目であります。

私も民間においては土木系の技術員であ

ります。役場技術職の連携は十分にとれて

いるのか。また、技術的伝承はされている

のかに、いささか疑問に思いますので、町

長の御答弁をいただきたいということであ

ります。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 〔登壇〕 吉住議

員の質問にお答えをいたしたいと思いま

す。

初めに、大雨災害対策についてでありま

すが、まず、さきに行政報告をいたしまし

たが、平成２８年８月台風に伴う被害状況

につきましては、幸いにも人的被害、家屋

の床下浸水被害の報告は受けておりませ

ん。農作物を含めた農業被害につきまして

は、収穫時期に向けて、その被災が明らか

になるものと思われておりますが、改めて

被災された皆様に対しまして、お見舞いを

申し上げる次第であります。

初めに、職員の災害に対する知識と技能

をしっかりと習得させてはどうかにつきま

しては、避難所設営の災害対処訓練や防災

避難訓練の実施を通じた取り組み、さらに

現在、職員７名が防災士の資格を取得して

おり、災害時における活動と防災に関する

知識・技能の習得に努めているところであ

ります。

引き続き、平時にあって有事の備えをし

っかり整えることを基本に、実際の災害を
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想定した避難訓練や災害対処訓練、自衛隊

等の関係機関と連携した災害対処研修、防

災士の資格取得など、職員の災害に対する

知識と技能取得のため取り組みを進めてま

いりたいと考えております。

次に、職員に係る災害時対応の装備品を

早急に充足すべきではないかにつきまして

は、現在、災害対応用職員装備品として、

反射ベスト５０、雨着上下３０、胴付長靴

３０、防寒服１５、救命胴衣１８、ヘルメ

ット・ヘッドライト・ゴーグルが各３０で

あり、現状としては、あらゆる災害対応に

はまだ不十分であると考えております。

今後も非常用持出品セットの全戸配布、

防災資機材などの備蓄品の整備とあわせ、

災害対応用職員装備品についても計画的に

整備し、何より人命を守ることを最優先と

した防災・災害対策をさらに充実させてい

くことが必要と考えております。

次に、避難勧告を発した地域に排水機場

を設置すべきではないかにつきましては、

今回、避難勧告を発した日の出地域におい

ては、樋門側と釜場側にそれぞれ町所有の

８インチポンプを３台ずつ配置しており、

あわせて、網走開発建設部所有で鳥里の美

幌水防拠点施設に配置されております排水

ポンプ車と照明車の配置を要請し、対応し

たところであります。

この地域に排水機場を設置するとなる

と、その吐き出し水槽はポンプ室と吐き出

し樋門・樋管と絶縁した構造とするものと

しており、堤防の法尻からの深さの２倍か

つ５メートル以上離して設置するものとし

ていることから、用地的にも稲美樋門付近

での排水機場の設置は難しいものと考えて

おります。

北海道開発局では、日の出地域の浸水対

策として、平成２９年度にいなみ北公園北

側に釜場整備を予定しており、これにあわ

せて町としても排水ポンプの整備を予定し

ております。また、高能力の排水ポンプを

積載した車両については、美幌水防拠点施

設に配備されている排水ポンプ車があるこ

とから、今後も早い段階で排水ポンプ車を

網走開発建設部へ要請し、堤内排水対策に

努めてまいります。

次に、除雪排雪について。

初めに、御質問の効率が高まる方法は検

討したかについてでありますが、除雪受託

事業者と毎年１１月に前年度の除雪の問題

点などについて協議し、あわせて風雪状況

に応じ迅速な対応ができるよう、直営班と

受託事業者との効果的な役割分担や作業方

法などについて随時協議し、効率的で効果

的な除雪となるよう、今後も随時検討して

まいりたいと考えております。

次に、しっかりとした補正予算を組むべ

きではないかとの御質問でありますが、平

成２７年度当初の除排雪業務委託に係る予

算は、２,９０９万７,０００円で計上させ

ていただき、平成２８年１月２５日に３,０

００万円の増額専決補正をさせていただ

き、２月臨時会において１,６００万円の増

額補正をさせていただき、最終的な予算額

は７,５０９万７,０００円となり、執行済

額は５,３３８万１,０００円となったこと

から、２,１７１万６,０００円の減額専決

補正を行ったところであります。

平成２８年度におきましても、町民生活

に支障を来たさないよう、しっかりとした

補正予算を組んでまいりたいと考えており

ますので、よろしくお願いをいたしたいと

思います。

次に、技術職職員について。

御質問の役場技術職員の連携、技術的伝

承についてでありますが、工事の設計や現

場監督業務の各段階において、主査、主幹

への報告・連絡・相談を行うこととしてお

り、主査、主幹においては、本町の生活基

盤である公共施設を維持してきた技術を若

手職員に伝承するための指導と育成を行っ

ているところであります。

また、仕事外でも技術職員が自主的に集

い、研修会のほか、相互の技術の向上や職
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員間の連携と技術的伝承に努めております

ので、御理解をいただきますようよろしく

お願いをいたしたいと思います。

以上、御答弁をさせていただきました。

よろしくお願いをいたしたいと思います。

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） １項目めの大雨

災害対策について、再質問をさせていただ

きます。

その中の１と２は、場面によっては重な

るかもしれませんので、御容赦いただきた

いと存じます。

職員の災害に対する知識・技能という御

答弁をいただきました。私が申し上げたい

のは、もう少し末端の職員までという意味

です。防災士が何人もいらっしゃる、もち

ろん立派なことだと思っているところであ

ります。ただ、先ほども申しましたよう

に、職員一人一人が、場面が違っても災害

の準備も含め、現場に出向いて対応せざる

を得ないことが多々あると思います。

例えば、私は今回縁がありまして、樋門

のポンプの管理を夜の日数で数えると３

回、徹夜をしながら自分の知識を高めるこ

とができました。そういうことを含めて申

し述べたいということで、まず聞いていた

だきたいと思います。

そこで感じたのが、例えば、巡回してい

らっしゃる職員さん、巡回することも役目

であります。もったいないと思うのです。

というのは、羅臼で地すべりの兆候を監視

するという任を受けた方が、不幸にも事故

にあわれたという事例があったかと思いま

す。そういう意味では、職員さんも樋門に

来るときとか、水のつかっている場所を見

る場合に、１名で来られるときもあります

が、一つの心構えとして、最低でも２名体

制であるべきだと。これは、私どもの経験

でありますが、２名でいたとしても、私の

会社では、最低５メートル離れて歩きなさ

いと申しますのは、山の地すべりではない

のですが、堤防も含めて、何かあったとき

に側にいたら、一緒に被害をこうむるだろ

うと。そういうところから、本当は知識な

どを確認し合っていかなければ、二次災害

になるのではないかという思いが募ってい

るところであります。

そしてまた、樋門を例にとって申しわけ

ないのですが、せっかく巡回の中で来てく

ださっているのであれば、樋門でやる作業

というのは、水位の監視、それから堤内・

堤外の水位を見て、逆流によって畑への被

害を極力防ごうという意味合いで、稼動プ

の出動する時間を絶妙にコントロールしな

がらやっているのが任務でありますが、も

しかしたら、それを委託できる職員が、何

らかのときに目の前にいないときもあろう

かと思います。２名体制であっても、それ

は事故のことも含めてです。

そうしたら、せめてもったいないと思う

のは、せっかく電気が来て、分電盤がここ

にあって、ポンプがあって、ポンプを始動

させるエンジンのかけ方、例えば、発電機

をリース屋から借りてきている。発電機で

すから、エンジンのスタートがなければ電

気は生じません。その電気をもって、モー

ターが回るとか、せめて、手順としてはそ

んなに手間のかかることではないのです

が、自分はエンジンのかけ方がわからな

い、スイッチの入れ方がわからない、切り

方がわからないなどがあると、やはり、い

ざとなったらそこを任に当たっている委託

を受けた業者もいるかもしれませんが、業

者よりもいち早く、駆け参じる場合もある

と思うのです。そういう意味の心構えとい

うか、１例を申し上げました。

もう１例を述べたいのが、土のう積みで

あります。今回も土のうを積まれた。皆さ

ん、土のうというイメージは、乗せて高さ

を確保すればいいのだなということぐらい

は、言葉的には覚えていると思うのです

が、私どもからしたら、冗談じゃないと申

し上げたいところであります。
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例えば、ここにいる議員の方々も職員の

方々もいろいろな経験をされていますが、

土のう袋にどのぐらいの土を詰めるべき

か。これも重要なポイントでもあります

し、土のうの縛り口を上流に向けたほうが

いいのか、下流に向けたほうがいいのか。

というのは、簡単であります。流れるもの

には、上流に向かって口を向けてはいけな

いのです。折った場合、必ず口は下流に向

けるというのが基本です。道路のガードレ

ールもそうなのです。あれはつなぎ合わせ

ていくのですが、流れに沿って、出ている

とひっかかるのです。俗に言う、流れに沿

っては瓦積みという言葉なのです。例え

ば、作業員でなくても、避難所において少

しの水が入ってくると。もともと避難所に

配置された人は、そういう作業ではないに

しても、応急処置として土のうの１段や２

段、作業員が来る前にも対応せざるを得な

いと、私は思っているところであります。

そういう意味では、防災士という役割と、

臨機応変に対応するという意味で、職員の

皆さんが共通した最低限のことは覚えてお

いたほうがいいのではないかというのが私

の観点であります。

これはどちらかというと、私が感じとっ

た話でもありますし、ぜひ余裕のあるとき

に、まだ雨が大粒になる前に、巡回するも

のであれば、スイッチの入れ方もしかるべ

き、土のうを積むにしても、つくるにして

も、どのぐらいの土量を袋に詰めて、どう

いう向きで最低限積むべきかというのは、

最低限の共通認識でいたほうが、いいので

はないかという趣旨であります。これは質

問というよりも、こうあるべきだという趣

旨で訴えているところであります。

これも合わせて、２番目に移らせていた

だきます。

そういう役に立っていただく職員のため

の装備品であります。雨が降っていますの

で、まずカッパ。カッパといってもいろい

ろなカッパがあるのです。例えば、コンビ

ニに売っている簡易的なカッパ、よくゴム

を素材としてつくっているカッパ、例え

ば、２万ミリという雨にも堪えうる、俗称

ゴアテックスでつくったような、それは別

な意味でまた説明させていただきますが、

そういうカッパもあります。

これは、２通りに私は申し上げたいので

すが、答弁書に、職員も含めて身の安全は

図るという答弁をいただいています。雨に

打たれて、何時間もたったら体が冷える。

冷えることも命取りだと思うのです。雨に

流されるばかりではなくて、冷える現象

は、いっとき作業をしたら汗をかきます。

汗をかいた後、その汗の湿気が体の身につ

けている物から出ていかなかったら、冷え

の原因であるということは、山を登る人た

ちは特に知っていることでありますけれど

も、十分知れ渡っていることだと存じてい

ます。

そういう意味で、私は、職員が町民のた

めに災害対応しているのに、その本人たち

がまず被害にあったら、町民を救うどころ

か、むしろ職員同士が助けに行かなくては

いけないはめになるのではないか。そうい

う観点で申し上げたいのであります。そう

いう意味では、きちんとした性能を有した

カッパ、もちろん付随して長靴、それから

軍手とかグローブという言葉をよく使いま

すが、雨用の手袋があるのです。軍手は素

材からいったら、ずぶ濡れになります。作

業をするにしてもそうなのです。作業をす

るとき、片手でライトを持っては、土のう

などはつくれません。答弁書にも頭からか

ぶるライトがあると書いてありますけれど

も、その数だって作業をするときに足りて

いるのか。人を助けるにしても、両手があ

いていて、両足が不自由なく歩けなかった

ら、作業も助ける動作もできない。

目の前で人が流れているとします。私ど

もの会社は、最低でも１５メートルのロー

プを持って歩かせるようにしています。人

が流れたという状況になっても、自分がそ
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の流れに飛び込むわけにいきませんから、

飛び込めないから誰かを呼びに行かなくて

はというのも一つの方法だと思いますけれ

ども、時間がないとか、それからライトで

す。私の持っている備品を例にして申しわ

けないのですが、役場は全部見たわけでは

ないのですが、単１電池が６本ぐらい入っ

ているのでしょう。そのルクスよりも、私

のこの小さなライトのほうが明るさがある

と感じています。現場に来て周りを照らし

ても、雨の降り方によっては、極端に言え

ば２０メートル先も見えない。そういう意

味でも、既存のものにしても見直す必要が

あるのではないか。

今回の第７号、台風といっても中にはへ

そ曲がりがあって、１１号、９号と、台風

の呼び名の順番どおりは来ませんでしたけ

れども、私は人を助けるためには、自分も

安全でなくては助けられないという思いで

いっぱいであります。そういう意味では、

町長、大雨も含めて、今まさに台風シーズ

ンだと私は思っていますので、それこそ早

急（そうきゅう）ではなく、早急（さっき

ゅう）に専決でも、助ける側の非難が起き

ないように準備していただきたいというこ

とも含め、１番、２番あわせて、御答弁い

ただけるものがあればお聞かせ願いたいと

存じますが、いかがでしょうか。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 大変中身の濃い、

そして多方面にわたる御質問をいただきま

した。答弁漏れがあれば、また御指摘をい

ただきたいと思います。

技術の伝承含めて、担当部署にそれぞれ

習得すべきことがあると思いますけれど

も、議員おっしゃるように、例えば、樋門

操作に行っている管理人がいます。管理人

のところはなかなか職員がやるというのは

難しいと思いますけれども、そこにポンプ

を入れて、ポンプの操作をする業者の方が

おられますけれども、その方に何かあった

ときに、職員が巡回したときにポンプをと

めなければいけない、あるいは稼働させな

ければいけないといったときに、どうする

かという問題は極めて重要だと思っており

ます。

そうしたことも含めて、職員の災害訓練

の中でどう取り組めるかも含めて、今後検

討してまいりたいと思っておりますし、ま

た土のうの積み方も、これは基本的なこと

だと思いますけれども、基本的なことを見

逃してしまう我々の訓練の仕方もあると思

いますので、多分わかっているだろうとい

う思いで見逃すということもあると思いま

すので、しっかりとその辺も、担当にも申

し添えたいと、そのように思っておりま

す。

また、職員の装備品のことについて、性

能のよいもの、作業にあったものというこ

とでありますけれども、まさにロープなど

というのは、目からうろこが落ちると言い

ますけれども、まさにそのとおりだと思い

ます。私も今回のことを含めて、状況把握

のために何度も現場に行っておりますが、

例えば、本流の流れが速い中、人が仮に間

違って流されるといった状況の中で、何が

できるかというと、議員おっしゃるような

ロープを用意しなければ、何の手も打てな

いと思っておりますので、そういうロープ

のことも含めて、装備品として検討してま

いりたいと、そのように思っているところ

であります。

いずれにしろ、町民の生命と財産を守る

立場にありますので、その守る立場の者が

被害を受けて町民を守れないということの

ないように、今後もしてまいりたいと、そ

のように考えておりますので、どうかよろ

しくお願いをいたしたいと思います。

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 答弁漏れが一つ

ありますので、御理解いただきたいと思い

ます。

私は、早急に装備品をそろえるべきだ
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と。きのう民生部長が来年度予算にぜひつ

けたいぐらいの思いも含めて答弁がありま

した。行政の中でも町長の判断も重要であ

り、副町長の判断も大事だと思いますが、

そういう意味で総務部長、町長はそういう

ことを勘案したいという内容だったと思う

ので、台風はいつ来るかわからない、災害

がいつ来るかわからない中で、もたもたは

していられない。

議場で来年度予算というわけではなく、

今でも性能を確認の上、準備したいぐらい

の思いはいかがか、お聞かせ願いたい。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） 数々の貴重な

御意見をいただいたところでございます。

今後の災害対応に当たる心構え、あるい

は実践等について御指摘をいただいたわけ

でございますけれども、今後の研修ですと

か、訓練の中で生かしてまいりたいと考え

ていますし、職員の装備品については、町

長も答弁申し上げましたけれども、きちん

と安全が確保されて、基本的に人命救助に

当たる、災害対応に当たることが大変重要

だろうと思っていますので、それら十分な

災害対応ができるような形の職員の装備品

については、必要があれば、すぐ対応をさ

せていただきたいと思っています。

実際のところ、現場の中で昨年の台風の

ときもそうだったのですが、役場の装備品

と自衛隊や消防団の方の装備品が相当違っ

ているというところがございます。そうい

った中で、同じ救援活動を行うわけですか

ら、その装備品もきちんと整えなければい

けないだろうと思っております。

また、一方では、職員が臨戸訪問をする

ときに、きちんと役場の職員だとわかるよ

うな装備品として、住民の方々に安全に思

っていただけるものが装着品の中で必要か

というように思っていますので、それらも

含めて次期の大災害対応に間に合うような

形で、装備品は何が必要かについて検討を

図っていきたいと思っていますし、職員の

装備品については、早急な形で取り組みを

進めたいと思います。

○議長（大原 昇君） 副町長。

○副町長（平井雄二君） 装備品につい

て、吉住議員から大変力強い御意見をいた

だきました。

今、南のほうでは台風１６号が発生をし

て、本土に向かっているのも確かでありま

す。待ったなしの体制をつくらなくてはい

けないというのは、そのとおりだと思いま

す。専決補正でもくむべきという力強い思

いもいただきましたので、全体を見直し

て、できるだけそういった対応を即とる体

制をとれるように、準備を進めてまいりた

いと思います。

あと、ロープの話も出ました。これも非

常に有効なものだと思いますし、さらに言

えば、私の経験からいうと浮竿もあればい

いのかと思いますので、そういったさらに

ないものも、いろいろと考えて、また皆さ

んにも相談しながらこういったものも必要

だといういろいろな意見もあろうかと思い

ますので、万全を期して住民の命を守って

いきたいと思います。

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 私は、議員にな

って今６期目、２２年であります。こんな

にいい答えをいただいたのは生まれて初め

てであります。そういう意味では、町長の

決断、副町長の決断、総務部長の決断、大

いに期待したいところであります。

話は変わります。議員の中でも災害対

策、心得という意味で尊敬できる議員がい

ます。そこで、その議員がかつて水につか

る地域に対して質問された際、行政側から

地形的なこともあり、あそこは水の集まる

場所だという共通認識が生まれた中で、抜

本的に対策を考えなくてはいけないという

答弁をいただいていると、私は記憶してい

るところであります。

失礼な言い方になるかもしれませんが、
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この大雨、結果的には水をいかに早く、今

回は床上浸水はないという報告でありまし

たけれども、実は家というのは、人それぞ

れの人生の中で、最大の財産であります。

水は床につからなくても、基礎の部分も含

めて湿気がたまったら、財産の劣化につな

がっていくと。もちろん、洗掘も大変なこ

とであります。そういう意味では、自分の

できることはぜひやってもらうにしても、

地形的に、大げさに言えば、大きい地域か

ら集まる水は、個人の努力では、いかんせ

ん厳しい。やはりここは、個人の力、それ

から隣近所の力だけではなく、公助という

考え方をお示しいただきたいということ

で、水のつかる場所に、そして避難勧告を

発令し、３１１世帯、６４２名という行政

報告もあります。

今回、開発のポンプ車の出動も願った。

話を進める上で、少なからずきょうは災害

があるわけではないですけれども、まず話

を進める上で確認をしておきたいけれど

も、ポンプ車は幾らぐらいお支払いしてい

るか、大まかな意味でもつかんでいらっし

ゃるのであれば、お教え願いたいと存じま

す。

○議長（大原 昇君） 施設管理主幹。

○施設管理主幹（中沢浩喜君） 開発のポ

ンプ車でありますが、一日当たりの出動

で、１回、ポンプ車と照明車を含めて３５

万円程度になります。

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） ３５万円……。

私の記憶では、２日で２１０～２４０万円

みたいな数字をどこかの場面で聞いた気が

いたしたものですから、どういう計算か

は、別な場面でお聞かせ願いたいと思いま

すが、今、純然たる、払っているという意

味では３５万円。それは時間あたりなの

か、単位もまだ確認しておりませんが、私

は１００万円ぐらい往々にしてかかってい

るのだろうと。役所同士ですから、機械の

損料で終わっているかもしれません。運転

手代は災害派遣ということで、カウントし

ていないかもしれません。ただ、私の調べ

では、開発並みのポンプ車を購入するとす

れば、約４,０００万円ぐらいで買えるのだ

ろうと思っています。

そこで、議論を展開するために使わせて

いただきますが、今回、水のつかった場所

に対応するための消防団・消防員、それか

ら行政職職員もいろいろな形で対応されて

いる。この総額は、別な場面でお聞かせ願

いたいと思いますが、私は、人件費からの

対応という意味で、まさか１００万円や２

００万円ではないだろうと思うのです。そ

うしたら、目の当たりに見たら、本当にす

ごいポンプです。私のつかんでいる４,００

０万円、例えば今回台風が７号、１１号、

９号に出動したとするならば、そういう総

額から割りかえしても、排水機場をぜひつ

くるべきではないかと思います。私自身、

逃げるわけではないのですけれども、また

は高性能のポンプ車を用意すべきではない

か。

排水機場の話を少しさせてください。皆

さん、コンクリートを打つコンクリート用

のポンプ車を見たことがありますか。腕を

長く伸ばすやつです。いろいろあるので

す。例えば、東北の津波の震災のとき、原

子炉に水をかけるときにも、ドイツ製であ

りましたけれども、何十メートルという機

械もあります。あの仕組みをヒントにすれ

ば、離れたところでも、堤防を越えて地べ

たに沿わさなくても技術的にやれる方法だ

って、僕はあるのではないかと思っていま

す。答弁書によると、そういう制約を受け

るから、なかなか難しいのだというような

答弁だったようにもとれるし、はたまた、

ポンプ車を思い切って買って、買ってきた

ポンプばかりではなくて、燃料賃、それか

らもろもろの道路を通行止めにする職員の

数とか、お世話になっている消防団員の数

という、トータル的な論戦をしたときに、
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いずれかの道はやはり示さなくてはいけな

い時期ではないかと申し上げたいところで

あります。

先ほど御紹介しました、私の尊敬する議

員が過去に、町長から抜本的な対応を考え

たいと。でも、今なお、その抜本的な対応

という意味では漏れ聞こえてもいません。

そういう意味では町長、ぜひ、十分に検討

をしていただきたいと思いますが、いかが

でしょうか。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 大雨災害に対し

て、対処療法的なものと抜本的な対策を、

特に日の出地域については、抜本的な対策

をとりたいという思いで、今までお話をさ

せていただきました。

それで、実は、河川事務所を含めて網走

開発建設部には、美幌町にそういった意味

では、かなりいろいろなことをやっていた

だいています。水防的な拠点の施設という

位置づけで、旧開発があったところにポン

プ車や資機材を含めて置いていただいてい

るというようなこともありますし、また、

各樋門ごとに釜場をつくってありますけれ

ども、これも私どもの町からの提案で、各

樋門をつくっていただいたということもあ

ります。

それで、今、抜本的な対策というような

ことで、１回目の答弁で少し申し上げまし

たけれども、いなみ北公園の北側に、さら

に集水地域がかなり広いものですから、そ

こで１回受けられるような釜場をつくっ

て、そこでかき出しをしたいということ

で、今考えていただいているということで

あります。まず、それをやって、それでも

だめなときどうするかということは、排水

機場含めて、新たな提案をしていきたい

と、そのように思っているところでありま

すので、御理解をいただきたいと思ってお

ります。

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 今わかりやすい

手順をお教え願いました。このことも、ぜ

ひとも水のつかる地域を主にして、なおさ

ら御説明していただければいいと思います

が、ただ説明するときに一つだけお願いが

あります。

水のつかる場所というのは地形的に仕方

ないと思いながらも、住民にも責任があ

る。行政が勧告を出したときは、素直に従

ってくださいと。行政は、住民を守る任を

背負っていますが、非難をせずに残ってい

る方という意味で仮定をしたいのですが、

あなたの助けのほしいときに、いち早く駆

け参じることは、不可能のときもあります

ということも、十分御説明していただきた

いと存じます。

時間がありません。大きい意味の項目

２、除雪・排雪についてです。

ここで簡単に述べて終わらせていただき

ますが、私は、これも災害の一つだと思う

のです。行政がやっている排雪を例にしま

すと、除雪もそうですが道路を掃くように

まできれいにする。これは人間の性格もあ

るでしょう。でも、大きい意味で、車両が

通行するのに不自由なければ、まず全地域

をあけることが優先とか、排雪のときなぜ

大型車両を使ってやらないのか。それにた

けている方々も民間にはいます。行政職に

も、臨職の方がその任に当たっていると思

いますが、捉え方・考え方の違いというの

は、あるのではないか。行政が委託に当た

っての委託業者に対する話ばかりではなく

て、直営班の方々に対しても、民のやり

方、十分に参考となりますので、そういう

こともぜひ心得ていただきたい。

この項目の二つ目、しっかり予算をとい

うことであります。

報告がありました五千何百万円という数

字であります。年によっては、１億円を超

えたときもあったかと思っていますけれど

も、これは季節・天候のことですから、私

も、予測・予想をするのは得意ではありま
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すが、大方、大きい意味では５,０００万円

から１億２,０００万円くらいが上下してい

るのかという思いがあります。

当初予算にしても、最低限これだけとい

う意味で、やはり考えるべきではないか

と。また、補正するときも、統計的にこれ

はどのぐらいの雪の量かと、長期天気予報

もあるわけですから、そしたら、極端に言

えば１回分の補正ではなくて、補正するな

ら２回分は見ましょうとか、それからもう

一つ、補正の仕方でも、業務委託費ばかり

見るのではなくて、臨職も含めた職員対応

の補正だって一緒に出すべきだということ

で、そこら辺の研究をしっかりとしていた

だきたい。それを申し述べておきます。

次に、三つ目であります。時間がもう本

当になくなりました。

残念なことがあります。私は今６２歳で

あります。美幌に戻ってきて、約３８年が

過ぎようとしております。そういう中で、

一つ一つ経験で踏まえたこと、自分に自問

自答をしながら、会社にとってこういうや

り方は、いろいろなものを比較してもこう

いうほうがベストだというのは、やはり伝

承すべきだということも含めて、やはりそ

こら辺、役場の、特に土木・建築関係の職

員については、自分が監督だから、自分の

役目だからではなくて、答弁書のとおりな

のです。自分の判断をする前に、まだ経験

が豊かでない方々は、ぜひとも先輩に、例

えば「業者からこういう指摘を受けた」

「こういう方法、こういうやり方はどうで

しょうか」「この対応はどうしたらいいで

しょうか」「過去にはこういう経験で処理

したこともありますけど」まで言われたと

き、そこを役場職員として、請負業者に指

示する前に、役場内に蓄積した問答集もあ

ると思うのです。ここに支障物があったら

どういう対応をとったか、水道管は入って

なくても水道管の近くまで掘った場合、表

示テープは常識として入れるものだとか、

やはり答弁書のとおり、ぜひやっていただ

きたいことを申し添えて一般質問を終わり

ます。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 先ほどのポンプ車

の話ですけれども、美幌に水防拠点がある

というようなことでありますので、今直ち

に、これを購入するということはなかなか

難しいと思います。そういった理解でお願

いをしたいと思いますし、また、住民の皆

さんにも責任があるということで、最近行

政で言っていることは、情報提供は公のや

ることだと。災害に対する情報提供は公が

やると。それを聞いたり見たりするのは、

自助の世界でやってくださいと。その上で

自分の命は自分で守ってくださいというの

が、最近我々が言い続けていることであり

ますので、全く責任を全部押しつけるとい

うことではなくて、それぞれの役割に応じ

て、自助・共助・公助の役割をしっかりと

果たしていただけるように、私どもも引き

続きそういったことを申し述べていきたい

と思っております。

あと、技術の伝承でありますけれども、

これは土木・建築の職員ばかりではなく

て、やはり一般職員、事務職員にも言える

ことだと私は思っております。

それで、いいことはどんどん引き継いで

いくと。そして、改善すべきところは改善

していくと。さらに、断ち切るべきこと

は、勇気を持って断ち切っていくべきだ

と、そのように思っていますので、技術の

伝承を含めて、しっかりとした取り組みを

できるように、職員にこれからも指示・指

導をしていきたいと、そのように思ってお

ります。

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 町長の思いも、

私は理解したつもりであります。

ただ、大雨については、いろいろな地域

も同様な災害がありますが、我が町も水没

するぐらいの報道がされている中でありま
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す。現実は一部の地域でありますけれど

も、ぜひとも手順を踏んで、抜本的な解決

に向けて、御尽力いただきたいことを切に

お願いして、終わらせていただきます。

○議長（大原 昇君） これで、１０番吉

住博幸さんの一般質問を終わります。

暫時休憩します。

再開は１３時１５分といたします。

午後 ０時０３分 休憩

―――――――――――――――――――

午後 １時１５分 再開

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続き

会議を開きます。

通告順により発言を許します。

１１番橋本博之さん。

○１１番（橋本博之君） 〔登壇〕 それ

では、通告に従いまして２点について質問

をさせていただきたいと思います。

１点は、農地の保全についてということ

で、農産物の病害虫・伝染病対策について

ということであります。

２点目といたしまして、河川維持管理に

ついてということで、２点について質問さ

せていただきたいと思います。

まず、質問内容を読み上げさせていただ

きます。

農地は食料の安定供給を行う上で不可欠

な資源であると同時に、農業生産が行われ

ることで、多面的機能が発揮されることか

ら、国民の重要な財産として守られるべき

ものです。町は優良農地を確保するため

に、農業生産基盤事業を初めとして、さま

ざまな施策を行い、高効率化の農地として

徐々に変貌してきました。

しかし、経済のグローバル化に伴い、海

外との交流が多くなることで、海外の根絶

が難しい農産物の病害虫、伝染性の強い家

畜伝染病などが国内に持ち込まれており、

美幌町の優良農地についても侵入しても仕

方ない状況であります。

そこで、２点についてお伺いします。

バレイショシストセンチュウ、バレイシ

ョシロシストセンチュウ、小麦なまぐさ黒

穂病の侵入について。

もう一つとして、これらの病害虫が侵入

した場合の初動体制についてということで

あります。

もう１点といたしまして、河川維持管理

についてですが、地球温暖化に伴う気候変

化による降水量の増大が懸念されている

中、近年、台風・ゲリラ豪雨により、町内

の中小河川が氾濫し、住宅地に迫ったり、

農地に水害を与えるなど、町内の中小河川

の管理が問われております。

そこで、次の２点についてお伺いしま

す。

中小河川の平常時における維持管理体制

について。

２番目として、中小河川の法面崩壊や土

砂の堆積等により災害に結びつくおそれの

ある箇所とその把握方法についてというこ

とで、２点質問をさせていただきます。よ

ろしくお願いします。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 〔登壇〕 橋本議

員の質問にお答えを申し上げたいと思いま

す。

初めに、農地の保全について。

農産物の病害虫・伝染病対策についてで

ありますが、一つ目の御質問でございます

が、農工連など各企業における侵入防止策

としましては、まずジャガイモシストセン

チュウは、残土を無処理で圃場に還元する

と、病害虫の発生を招く恐れがあるため、

農工連におきましては、平成１３年度に原

料受け入れ時の運搬車両に対し、８０度の

高温水による洗浄施設を、また、残土に対

しましては、同じく８０度の熱処理で殺菌

を行う施設を整備しております。

広域連におきましては、平成１９年度に

８０度の熱処理で殺菌を行うスチールコン

テナ高温洗浄施設を、平成２１年度には車

両洗浄施設を町内２カ所に整備し、スチー

ルコンテナや車両のタイヤ等に付着した残
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土処理を行い、ジャガイモシストセンチュ

ウの未発生圃場への持ち込みを防ぐ対策を

講じております。

日甜におきましては、生産者から搬入さ

れたてん菜の残土を搬入車両に積み込み、

各戸戻しによる責任の明確化やジャガイモ

シストセンチュウ発生地区からの受け入れ

を、未発生地区と区分して受け入れ最終日

にすることで、対策を講じております。

平成１５年度から、美幌町・津別町・大

空町の三町農業推進協議会で継続実施して

おります、全農家へのパンフレットの配

布、平成１６年度には、種芋団地への進入

禁止看板の設置を行っているところであ

り、さらには昨年度の網走市でのジャガイ

モシロシストセンチュウの発生を受けて、

生産現場において土壌病害虫による土壌汚

染の危険が非常に高まっている状況から、

町内主要幹線道路に面する１０カ所に、Ｊ

Ａびほろと共同で４カ国語及び絵文字表記

の畑への立入禁止看板を今年度設置してお

り、小麦なまぐさ黒穂病を含めた侵入防止

対策に取り組んでおります。

小麦なまぐさ黒穂病対策としましては、

ＪＡびほろ、農業改良普及センター美幌支

所、美幌町麦作生産組合により対策を協議

し、全生産者、コンバイン集団自主検査に

よる、秋まき小麦全圃場の自主検査の実施

や、小麦生産者のみならず、有畜農家を含

めた全組合員に対し、ファックスで取り組

みと情報を提供することで、発生防止対策

を講じております。

また、オホーツク圏活性化期成会の要望

におきましても、今年度から新たに、ジャ

ガイモシロシストセンチュウ対策を追加要

望しており、オホーツク管内一丸となっ

て、農作物の病害虫・伝染病対策に取り組

んでおります。

二つ目の御質問でございますが、病害虫

が侵入した場合の初動体制についてであり

ますが、平成１７年にジャガイモシストセ

ンチュウ対策協議会をＪＡびほろ、農業改

良普及センター美幌支所、農業委員会、町

で設置、ジャガイモシロシストセンチュウ

については、平成２７年度に網走市で発生

したことを受けて、同協議会の規約を改正

し、初動体制に取り組むこととしておりま

す。

小麦なまぐさ黒穂病につきましては、現

在のところ単独での協議会は設置しており

ませんが、ＪＡびほろ、農業改良普及セン

ター美幌支所、農業委員会、町で設置して

おります美幌町営農対策推進協議会におい

て、初動体制をとれるようにしているとこ

ろであります。

今後も引き続き、国・道を含めた関係機

関と連携を図りながら、情報収集と共有、

発生時のシミュレーションを含めた対策の

検討を行い、本町の優良農地に病害虫や伝

染病を侵入させないよう取り組みを進めて

まいります。

次に、河川維持管理について。

第１点目に御質問の、中小河川の平常時

における維持管理体制についてであります

が、中小河川は道路から離れた所を流れる

河川が多く、全ての流域を把握することは

なかなか難しく、パトロール等での調査に

加え、現状では地先の方々などの情報提供

により維持管理を行っているのが現状であ

ります。

また、平成２８年度からは、地域共同に

よる農地・農業用施設等の資源や農村環境

を守るための取り組みを支援することを目

的とした、多目的機能支払制度により、地

域の方々の水路、農道などの農業用施設の

維持管理作業をしていただいている中で発

見した補修等が必要な箇所の情報を提供し

ていただき対応しております。

２点目に御質問の、中小河川の法面崩壊

や土砂の堆積等により、災害に結びつくお

それのある箇所とその把握方法につきまし

ても、地先の方々から情報を提供していた

だき、現地を確認し、地先の方々の御協力

をいただきながら、あわせて河川管理者と
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協議をしながら対応しておりますので、御

理解をいただきますようお願いをいたした

いと思います。

以上、答弁をさせていただきました。よ

ろしくお願いをいたしたいと思います。

○議長（大原 昇君） １１番橋本博之さ

ん。

○１１番（橋本博之君） 再質問するのに

当たりまして、議員の中でも、シストセン

チュウとかシロシストセンチュウ、なまぐ

さ病について、何のことだかさっぱりわか

らない、もちろん中継を見ている方もそう

でしょうし、きょうたくさん来ておられる

傍聴者の皆さんもきっといるはずです。わ

からない方もおられるかと思いまして、簡

単に説明させていただきたいと思います。

シストセンチュウというのは、芋の病気

でございまして、センチュウ自体は大体世

界で１億種類ぐらいいるそうです。その中

で、１立方メートル当たり、１メートル四

方の升に黒土を入れたときに、大体１００

万頭ぐらいいるそうです。もうざらにいる

ということなのです。そうした中で、シス

トセンチュウ・シロシストセンチュウは、

日本に今までなかったセンチュウでござい

まして、これが昭和４７年に後志の真狩村

を中心とした地域から、これは肥料を輸入

する際に、その肥料に混ざっていたという

のが原因で真狩村付近から発生いたしまし

て、それが５年後、５２年に近隣３町に飛

び火してという流れになっております。私

もちょうど１０年ぐらい前にこの関係で一

般質問をしたのですが、当時はまだまだ、

このシストの汚染地域が非常に少なかった

ものですから、それでも町に対しまして、

町はシストの体制について、それなりに十

分力を尽くしてこられましたが、だんだん

汚染地域が北海道内でも広がっております

し、全国にも波及している状況です。

シロシストにつきましては、シストセン

チュウと同類のセンチュウでございまし

て、これは去年、網走で発見されました。

シストセンチュウとシロシストセンチュウ

が大きく違う点は、シストという、鶏卵で

言いますと卵の部分です。その殻が非常に

強い。農薬にも強いですし、乾燥にも強

い。また、寒さにも強いということで、な

かなか死なない。シストについては、１０

年ぐらいは土の中で眠いっているだろう

と。また、シロシストにつきましては、そ

の倍の２０年ぐらい土の中に眠っているだ

ろうと言われております。それがたまたま

ナス科の作物の根に触れたときに、ぱっと

その殻が割れて、シストセンチュウが蔓延

するという仕組みになっております。です

から、ナス科の植物とそのシストがくっつ

かない限りは、このシストはなかなかふえ

ないというシステムになっておりますし、

だんだん減っていく方向にはあるのです。

しかし、ナス科の植物というのは、雑草に

もナス科の植物がありますし、また、ハウ

ス内で植えられているトマトやナスやシシ

トウだとか、そういったものもナス科の植

物ということで、そうした植物にさらされ

る危険がたくさんあるということです。

また、今回の網走のシストセンチュウの

関係ですが、国の食料に大きく左右される

ということで、農林水産省が直接、網走の

シロシストについては、管理または駆除の

体制になっているということでございま

す。そうした中で、シロシストについて

は、網走のどこで発生しているのか、ま

た、発生経路について、その辺を調査して

いるはずなのですが、去年の８月に農林水

産省がホームページ等で発信しましたが、

１年たっても、いまだに発生地域だとか侵

入経路については発表もされておりませ

ん。

そうした中で、新聞報道なのですが、９

月９日に網走でシストセンチュウが８地区

１９カ所で新たに確認されたということ

で、計８６カ所、３２７ヘクタールで発生

が確認されたということであります。幾ら

農林水産省が入って防疫に努めても、美幌
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でも安心していられないような状況になっ

ております。

シストの汚染地域ということなのです

が、道内１７９市町村ありますが、そのう

ち５２町村が今汚染されております。管内

で言いますと、この辺では、置戸・訓子

府・北見・網走・大空・清里・斜里・小清

水です。そして、峠のほうに行けば弟子屈

と、津別町と美幌町は辛くもいまだに侵入

されていないということで、これはやはり

生産者はもとより、ＪＡとか行政とか、そ

うしたものが今まで力を尽くしてきた成果

ではないかと、そのように思っております

が、全道的には、非常にふえるような状況

にあります。

そうした中で、もし入ってしまったら、

非常に大きなコストがかかってしまいま

す。センチュウの密度にもよりますが、３

０％～６０％くらいの収量の減少になると

いうことで、非常に恐ろしい病気でありま

すし、根絶不可能な病気として、世界中か

らも恐れられている病気になっておりま

す。そうした病気が、今のところこの辺で

は、津別と美幌が入っていないのですが、

もう狙い撃ちされる状況になっておりま

す。そうした中で、今までの体制でいいの

か。また、いつ入ってもおかしくない状況

ですので、入ったときにはどんな対応をす

るのか。

今、網走ではシロシストセンチュウにつ

いて、いろいろと対応をしているようです

が、現場の混乱というのが非常に大きいと

いうのは聞いております。鳥インフルエン

ザとか、宮崎の口蹄疫とか、そういうもの

で、農家の中には自殺した人もおります

し、大変デリケートなものも含まれていま

すが、網走の近くの我々農業者としては、

網走の動向、また農林水産省の動向という

のは非常に注視をしておりますし、１年た

ってもいまだに表に情報として流れない。

そうしたものもいらいらしながら、今考え

ている状況です。

そうした中で、質問に入らせていただき

たいと思いますが、シスト病に対しまし

て、今の体制で、美幌町はシスト病が入ら

ずに、これからも行けるとお考えかどう

か、お尋ねしたいのです。といいますの

は、今ここに挙げられた体制のほかに、ま

だ漏れているものがあるのではないかと私

は思っております。

議長、ここで問題を提示する上で、参考

意見を農業委員会から聞きたいと思います

ので、農業委員の事務局がいらっしゃいま

すので、よろしいですか。

○議長（大原 昇君） どういう内容でし

ょうか。

○１１番（橋本博之君） 町外から美幌町

に来て、出作・耕作をしている農家の件数

とか、面積、そうしたものについて聞きた

いと思いますが、いかがでしょうか。

○議長（大原 昇君） 許可します。

○１１番（橋本博之君） ということです

が、急に聞くものですから、知っている範

囲でお聞かせ願いたいと思います。

○議長（大原 昇君） 農業委員会事務局

長。

○農業委員会事務局長（酒井祐二君） た

だいまの御質問でございますけれども、８

月末現在で、町外の法人または個人の方が

美幌町内で耕作しておりますのは、１２５

件ほどございます。面積につきましては、

農地、採草放牧地を含めておりますが、６

０４ヘクタールが、町外の方が耕作をして

いる面積となっております。以上です。

○議長（大原 昇君） １１番橋本博之さ

ん。

○１１番（橋本博之君） ということで、

私が思っていたよりは、相当町外から来て

耕作している農家の件数、また面積も非常

に多いので、さらに今回示されました防疫

体制では、本当にこれでいいのかなという

心配が、今なおさら増してきました。

ということで、町長、今とりあえずの御

返答のほどをよろしくお願いします。
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○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 美幌に今シストセ

ンチュウが侵入した場合の対策として、今

の状態でいいのかというお話でありますけ

れども、これは例えば、靴の裏についた

り、車についたりして、移動するものにつ

くと、なかなか厄介なものだと思っていま

す。いずれにしましても、現場と普及セン

ター、ＪＡ、町が一体となった取り組みが

必要でありますし、それができなければ、

なかなか対策としても難しいだろうと思っ

ております。

やはり、土にシストセンチュウが入る

と、先ほど橋本議員もおっしゃいました

が、２０年とか１０年単位で収量が落ちる

ということもありますし、私が何より恐れ

るのは、種芋の団地も美幌にはありますの

で、やはり風評被害が一番心配されますの

で、汚染された地域に囲まれている地帯で

ありますけれども、しっかりとした体制

を、先ほど議員もおっしゃいました網走の

状況、あるいは農水省の状況を見ながら、

対応をしっかりとっていきたいと、そのよ

うに思っております。

○議長（大原 昇君） １１番橋本博之さ

ん。

○１１番（橋本博之君） 先ほど町外の美

幌町に出作・耕作している問題について提

起いたしましたが、その辺の対応について

状況をお聞かせ願いたいと思います。

○議長（大原 昇君） 経済部長。

○経済部長（矢萩 浩君） ただいまの御

質問でございますが、例えば、隣接してい

る地域それぞれから出作ということで、美

幌に来たり、美幌から行ったりしている状

況がございます。こういったことで、近隣

市町村とともにＪＡレベル、行政レベルで

それぞれ広域的に、短期的には入って来な

いようにする侵入防止、さらに中期的には

抵抗性品種の普及拡大ということに努めて

まいりたいと考えております。よろしくお

願いします。

○議長（大原 昇君） １１番橋本博之さ

ん。

○１１番（橋本博之君） ということで、

町外の美幌町への耕作者に対しては、特別

な手だてはしていないということですか。

といいますのも、先ほどパンフレットだと

か、侵入防止に対するいろいろなことをし

ているという話なのですけれども、町外の

農地利用者といいますか、町外の耕作者に

ついて特別なことはやっていないという判

断ですか。それでよろしいですか。

○議長（大原 昇君） 経済部長。

○経済部長（矢萩 浩君） 通常行ってお

りますパンフレットだとか、意識啓発等々

をやっておりますけれども、特段、町外の

耕作者のために何かしているわけではござ

いません。また、そういった方々に対して

は、各ＪＡを通じて取り組んでいる状況で

あります。

○議長（大原 昇君） １１番橋本博之さ

ん。

○１１番（橋本博之君） 先ほど、道内５

２町村がシストに汚染されているという話

をいたしましたけれども、これらの町村

も、絶対にうちの町には持ち込まないのだ

ということで、今まで来たと思います。

昨年、大空町も汚染された地域が出てき

たということで、大空町も未発生地区の仲

間から外れたわけですが、どこも同じ気持

ちでやっていると思うのですが、どこかに

やはり網の目をくぐって来るというところ

があるのだと思います。そうしたものをで

きるだけ排除していかなくてはならないと

いう観点からして、町外の美幌に来ている

経営者に対しても、同じような扱いをして

いかなくてはいけないのではないかという

ように思っております。

それからもう一つなのですが、農工連に

でん粉芋が集積されております。それは網

走の一部からも来ております。ということ

は、時期をずらしてやっているというの

は、回答の中でもありましたが、シロシス
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トも網走で確認されております。そうした

中でシロシストについても、同じく今処理

しようとしているのです。そうしたこと

で、心配はないのかどうかお尋ねしたいと

思います。

○議長（大原 昇君） 経済部長。

○経済部長（矢萩 浩君） まず１点、先

ほどの御質問で一部答弁漏れがございまし

た。よそからの耕作者に対しましては、美

幌・津別・大空の３町で協議会を設けてお

ります。こちらのほうでも、シロシストセ

ンチュウ・シストセンチュウは非常に大き

な問題と捉えて、パンフレットの作成・配

付をしていますが、ことしにつきまして

は、さらに網の目をくぐらせないためにと

いうことで、これまでに加えて、農機具業

者等と直接町をまたいで圃場に出入りする

機会が多いということで、そういったとこ

ろにも拡大して配付させていただいている

状況であります。

また、農工連の関係でございますが、農

工連につきましては、過去に車両の高温洗

浄設備等を設けて、これで殺菌等を行って

いる状況であります。よろしくお願いしま

す。

また、網走市のシロシストセンチュウに

つきましては、具体的に風評被害を防ぐた

めということもありまして、具体的にどの

地区どの圃場というのは、一切公表されて

おりません。その中で、少しでもできるこ

ととしまして、こういった殺菌洗浄等を行

っている状況であります。よろしくお願い

します。

○議長（大原 昇君） １１番橋本博之さ

ん。

○１１番（橋本博之君） そうなのです。

農業者に対しても情報の開示といいます

か、全くされておりませんし、地域行政に

対しても同じような状況だということで、

その辺はよくわかりました。

しかしながら、シストセンチュウは、以

前に日本でジャガイモが足りなくなりまし

て、加工用にアメリカから直接、生芋を輸

入しようということで、法律改正などをし

ながら輸入した経緯もあるのですが、２０

０６年にアメリカのアイダホ州でシロシス

トセンチュウが見つかりまして、シストセ

ンチュウが発生したところからは、アメリ

カからは輸入しませんというようなことで

したが、やはり輸入圧力というのは非常に

強いもので、一部輸入されたようです。今

こうしてシストセンチュウやシロシストセ

ンチュウが出てきますと、日本もシロシス

トセンチュウやシストセンチュウがいるで

はないか、少しくらいセンチュウが来たっ

ておかしくないだろうというような、輸入

業者からすると、そういうような考えにな

りますし、輸出側のアメリカとしては、そ

ういうような意見も相当出てくると思って

おります。

それから、アイダホ州という言葉が出ま

したので、とりあえず、アイダホ州で２０

０６年に発見されて、根絶させようという

ことで、ネットで見たのですが、３,６００

万ドルを今までかけてきたけれども、結局

は根絶できない。ゼロを二つつければ３６

億円～４０億円ということです。全く根絶

できなかったということなのです。

このシロシストセンチュウがシストセン

チュウと同じようなルートをたどれば、本

当に二、三十年であっという間にいろいろ

な町村が汚染されてしまう。今、北海道内

だけではなく、青森県・長崎県・三重県・

熊本県まで一部汚染地域が広がっているよ

うです。こういうことで、シロシストセン

チュウには、今後どういう防疫体制をとる

のか注視しているところなのですが、まず

ここで一番問題なのは、シストセンチュウ

につきましては、抵抗性品種といいまし

て、同じ芋でもこの抵抗性品種を作付する

ことによって、シストの密度を減らすこと

ができるというのが抵抗性品種なのです。

シストが出た地域では、この抵抗性品種を

作付することによって、密度を減らしてい
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るという状況なのですが、このシロシスト

センチュウにつきましては、シストの抵抗

性品種をまいた圃場から出てしまったとい

うことで、抵抗性品種が全く用をなしてい

ないという状況なのです。それで、今世界

的に見ても、このシロシストセンチュウの

抵抗性は、私が調べた中ではないみたいで

す。今、種苗メーカーが極秘で何とかなら

ないかと研究をしている最中なのですが、

もし抵抗性品種が出てきたとしても、恐ら

く１０年単位にはなるのではないかと。

四、五年では恐らく出てこないかと思うの

です。採種体系を確立してからでも４年ぐ

らいかかりますから、その前に開発となれ

ば恐らく１０年はかかると思います。

そうした中で、侵入をどうしても防止し

ていかなくてはいけないというわけなので

す。ということで、問題にまた移らせてい

ただきたいと思いますが、もし侵入した

ら、どういう体制をとるのか。そうした流

れというのは、ＪＡと経済部の中で、恐ら

くシミュレーションはできたのではないか

と思いますけれども、その辺について、質

問をさせていただきます。よろしくお願い

します。

○議長（大原 昇君） 経済部長。

○経済部長（矢萩 浩君） 発生した場合

のシミュレーションですけれども、具体的

なところは持ち合わせてございませんが、

これまでもシストセンチュウのときにもそ

うでありますが、美幌町ジャガイモシスト

センチュウ等対策協議会をＪＡ・町・農業

委員会・普及センター等で設置しておりま

す。この下部組織に実務レベルの幹事会等

もございますので、もし発生したらどうす

るかということは、常々情報交換等をして

おり、情報の共有にも努めてまいりたいと

考えております。よろしくお願いします。

○議長（大原 昇君） １１番橋本博之さ

ん。

○１１番（橋本博之君） ということは、

具体的には汚染された地域が出たとして

も、すぐどうのこうのということの取り組

みは、残念ながらないということでしょう

か。道内で５２町村が現在出てきて、シス

トの対策には相当時間もお金も費やしてや

っているはずなのです。

先ほども言いましたように、いつ侵入さ

れてもおかしくない状況の中で、出たとき

にあたふたしていては、どんどん蔓延して

しまいます。やはり、こうしたものは、初

動体制が一番大切なのです。防災と一緒

で、常々やはりそうしたものの意識がなけ

れば、なったときにどうしていいかわから

ない、もし出た場合のシミュレーションと

いうものがないとするならば、今から早急

に私はつくるべきだと思います。

シロシストについても、情報のない中で

も、できる限りそうしたものに努めなくて

はならないと思っております。本当に先ほ

ども言いましたように、網走の中でもシロ

シストに汚染されていない地域もございま

すし、またシストだけ、両方のところもあ

るのでしょう。そうした中で、網走の中で

も大変今論議が巻き起こっているというこ

とです。そんなことをしている間に、どん

どんふえてしまうというのもありますの

で、今もしそうしたシミュレーションがな

いとするならば、つくるのが無難かと思っ

ております。

また、この合同対策本部というのが網走

でできたようです。去年の８月に農林水産

省から発表されまして、周りの町村からす

ると、この合同対策本部というのは、網走

市とＪＡオホーツクと農業普及センターな

どで構成されているようなのですが、他の

町を批判するのはどうかと思いますが、相

当難しい。今まで混乱が多くてできなかっ

たのではないかと思うのです。それでなか

ったら、もっと早く合同対策本部というの

は立ち上げて、町と行政、また関係機関と

一緒に駆除体制というのはできるはずなの

です。美幌にシストが入った場合、そうし

たものができてなかったら、対策本部は当
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然できていますけれども、入った場合のシ

ミュレーションがきちんとできていないと

するならば、農家の協力がない限りは、全

くできないと思うのです。

今出ていないときにきちんとしたものを

つくっていくということについて、どんな

お考えを持っているか、お聞かせいただき

たいと思います。

○議長（大原 昇君） 経済部長。

○経済部長（矢萩 浩君） 先ほど来のシ

ミュレーションの関係でございますが、現

在、ＪＡが主体的になって、作付している

各圃場の調査を行っている状況でありま

す。この中で、例えばこれを踏まえて土壌

の検査だとか、植物検査等をやっています

し、さらには普及センター等を通じて、営

農指導等も行っております。

また、町はどんなことができるかといい

ますと、例えばオホーツク圏活性化期成会

等で、抜本的な制度の創設と対策の要望を

するだとか、あとＪＡでは、情報の収集・

伝達、これは当然、町も普及センターも一

緒になってやっております。

これらのふだんやっていることを、拡大

するような形で進めていくことが肝要では

ないかと考えておりますので、よろしくお

願いします。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） なかなか防止する

のも厳しいという答弁を先ほどさせていた

だきましたけれども、万が一、美幌が汚染

されたということになると、今経済部長が

答弁したようなことも含めて、まずは我々

が考えていかなくてはならないのは、拡散

防止です。その範囲以外のところを汚染さ

れないようにというようなことを、まずは

考えなければいけないと思っております。

そのためにも、１回目に答弁させていただ

きましたけれども、車両の洗浄をする施設

だとか、そういうところをなお徹底する。

あるいはＰＲ活動をより徹底するというこ

とをしっかりとやっていかなければ、蔓延

防止にはならないと。

それともう一つは、風評被害というの

は、やはり非常に大きいの思うのです。そ

れで、その対策も講じなければいけない

と。万が一の話で本当に申しわけないので

すけれども、そういうことになれば、そう

いう対策を含めて、いずれにしろ各機関・

団体の総力を挙げて、対応しなければいけ

ないと、そのように思っております。

○議長（大原 昇君） １１番橋本博之さ

ん。

○１１番（橋本博之君） 町長にそうした

お考えがあるのならば、いいのかと。とり

あえず安心できるかと、そのように思って

おりますが、先ほども述べましたように、

やはりシロシストセンチュウにつきまして

は、侵入場所の特定とか侵入ルートだと

か、そうした情報開示がなければ、私たち

はどうやって守ったらいいのか、そうした

ものがなかなかつかみにくいこともありま

すので、開示のほうをお願いしたいと思う

とともに、抵抗性品種について、先ほども

１０年ぐらいはへたするとかかるのではな

いかと言いましたけれども、早急に抵抗性

品種ができるよう、町長からも農林水産省

なり、それなりの関係機関に訴えていただ

きたいと、そのように思っております。

時間がなくなってしまいますので、小麦

なまぐさ病について、これも語句の説明か

らしたいと思います。

これはカビの一種で、昔からあった病気

らしいのです。これは戦前からあったよう

なのですが、戦後はもうほとんどなくて、

たまたま出てきてもいつの間にか消えてし

まうような関係だったらしいのですが、こ

こ四、五年、急激に全国的に広がってしま

いまして、なまぐさ病と言うからには、本

当に小麦が生臭いということらしいので

す。私もにおいを嗅いだことはないのです

が、収穫時期にならなかったら、このなま

ぐささもわからないということで、非常に

見つけにくい病気です。これは製粉してし
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まいますと、粉になまぐさが移ってしまい

まして、もちろん商品にもならないし、売

り買いもできなくなる。農協でしたら、協

同のコンバインも、感染してしまいますと

コンバイン自体が水洗いしなくてはだめに

なりますし、農協のサイロあたりにも１回

入ってしまいますと、そのサイロ１本がだ

めになるということで、何億円の損失につ

ながるということで、なまぐさ病について

も、大変重大な、これからの農業を左右す

るような病気になっております。

この病気につきましても、北見市を中心

に相当広がっております。今回は、津別町

でも発見されたということで、津別町では

廃耕処理を行ったということです。先ほど

のバレイショにつきましては、植物防疫法

の中で、ある程度の規制というのは国にし

てもかけられるのですが、なまぐさ病につ

きましては、なかなか規制をかけられない

というところもあると思うのです。

この病気につきましても、もし出たらと

いうことで、もしもという話ばかりになっ

てしまいますけれども、もし出てきた場

合、やはり強制的にその畑については廃耕

してもらう、また作付についても、五、六

年は遠慮してもらうようなシステムをとら

なくては、これはカビですから、どんどん

と広がってしまうのです。風が吹いてしま

うと、それと一緒についていってしまいま

すから、そうした非常に恐ろしい病気でも

ありますので、こうした病気に対しても、

ある程度決めがないと、出たときに本当に

それの効力があるのかということで、今出

ていないときに何ができるのか、そうした

ものについて、今、経済部でそうしたもの

について資料がございましたらお聞かせ願

いたいと。

また、町と農協あたりでどのような話を

しているのか、その辺についてもお話を聞

かせていただきたいと思っております。

○議長（大原 昇君） 経済部長。

○経済部長（矢萩 浩君） 小麦なまぐさ

黒穂病の対策でございますが、こちらにつ

きましても、先ほどのシロシストセンチュ

ウ同様に、情報の共有と関係機関・団体と

一丸となって取り組んでいくことを考えて

いる状況であります。以上、よろしくお願

いいたします。

○議長（大原 昇君） １１番橋本博之さ

ん。

○１１番（橋本博之君） すいません、早

口になってしまいまして。まだまだ問題が

たくさんあるものですから、残したまま

で、なかなか詰めるところまではいかない

わけなのですが、時間が迫っておりますの

で、なまぐさ病につきましても、農薬等の

開発とか農薬の取り扱いの範囲、そうした

物の拡大につきましても、国に要望してい

かなくてはならないのではないかと。簡単

にこのなまぐさ病についても、防除できる

というような状況でもないという話です

し、このなまぐさ病につきましては、殻に

もなまぐさ病菌がついておりますので、小

麦の殻を酪農家が使って、それを堆肥にし

た場合、堆肥から畑に感染する、その堆肥

を買った畑から感染するというのもありま

すし、出た畑自体も土壌感染してしまいま

して、５年間あけてもう一度作付したとき

に、５年後にまた同じところに出てしまっ

たという事例もあるようです。そうしたこ

とから、なまぐさ病につきましても、絶対

美幌には入れないのだという、強い意思が

必要かと、そのように思っております。

時間がなくなりました。河川管理につき

ましてですが、河川管理は、なかなか町は

パトロールをし切れないと、中小河川につ

きましては、管理道路もないし、道路から

遠いという面もありますし、そういう報告

でした。

そうした中で、地先の人たち、また管理

をしていただいた管理組合だとか、今は新

たな事業で、多面的機能支払制度による維

持管理組合、そうしたものからの状況を町

に知らせることによって、町として動くと
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いう仕組みになっているということなので

すが、今の状況で、この中小河川がどのよ

うな状況になっているか、管理をしている

地先の人たちからどのような問題になって

いるのか、その辺お聞かせいただきたいと

思います。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 小麦の関係ですけ

れども、秋まき小麦が今１,９００ヘクター

ル、それからバレイショが１,４７５ヘクタ

ールということで、約３,５００ヘクタール

ぐらいですから、美幌町の３分の１の耕地

面積で小麦とバレイショがつくられている

ということでありますので、輪作体系を保

つためにも、やはり侵入をまずは防止、そ

して侵入があった場合の対策についても、

本当に廃耕にするだとか、そういうことに

至らないようなことをしっかり考えながら

防疫体制をとっていきたいと、そのように

思っていますので、御理解のほど、よろし

くお願いをいたしたいと思います。

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。

○建設水道部長（小西 守君） 橋本議員

の御質問にお答えいたします。

河川、また中小河川でありますけれど

も、この河川の今起こっております課題に

ついて、少し御説明をさせていただきま

す。河川につきましては、道の管理河川、

また町の普通河川とあるわけでございます

が、従前から土砂の堆積というのが課題と

なっておりました。今回、８月の台風１１

号、また９号の後に、またその問題が顕著

にあらわれた事例として、御説明させてい

ただきますが、女満別川、また田中川、福

豊川はそれぞれ道河川です。また、町の普

通河川もございますが、こちらは昭和４０

年代、５０年代に土地改良事業が行われ

て、河川が三面にコンクリートの整備をさ

れた地域でございますが、これが長年の経

過の中で土砂が堆積して、河川断面が小さ

くなってきたことによって、大雨のときに

越水して畑に流れる。そして畑の作物が流

出する。また、土砂も流出ということで、

こういう問題が顕著にあらわれてきたとい

うことがございます。

こういう中で、それぞれの自治会、また

管理組合の方々によって、この土砂上げに

ついて、町を通じて要望がされて来ている

という状況がございます。このような状況

があらわれているということで御説明させ

ていただきます。

○議長（大原 昇君） １１番橋本博之さ

ん。

○１１番（橋本博之君） ここ何年間、本

当に大雨、ゲリラ的な豪雨、台風、そうし

たもので中小河川に流れ込んだ土砂という

のは、相当堆積しているということで、そ

の堆積した状況で、また同じような台風、

長雨が来るとあふれてしまうというような

状況が続いておりますし、今回の三つの台

風で、畑に冠水したところもございます

し、家の間近まで来て土のうを積んだとい

う事例もございます。

それで、堆積した土砂を取り除かなけれ

ば流れはよくなりません。そうした中で、

これをいつやるのかということなのです。

うちの近くにもそうした川がございまし

て、できた当時のことを思い出しますと、

土地改良事業でやったものですから、川に

必ず暗渠の出口、きちんとますが入ってい

るのです。その、ますの出口と川の流れの

落差を見てみますと、３０～４０センチメ

ートルぐらいなのです。そうすると、土が

３０～４０センチメートル堆積すると、そ

の出口が埋まってしまう状況になっており

ます。せっかく優良農地ということでつく

り上げても、暗渠の出方が非常に出にくく

なってしまうというような状況もずっと出

ております。

ですから、土砂上げのタイミングという

のは、そこではないかと思っております。

それが目的で中小河川はつくられたと、そ

のように思っておりますので、できるだけ

早くそうしたものを町の管理する部分につ
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いてはお願いしたいと思いますし、また、

北海道が管理する部分については、強く北

海道にも御助言いただきたいと、そのよう

に思っております。いかがでしょうか。

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。

○建設水道部長（小西 守君） ただいま

の御質問いただきました内容、また先ほど

私から御説明した内容のことでございます

が、河川につきましては、特に女満別川・

田中川・福豊川については、道河川でござ

います。また、農地改良事業で行ったとい

うことで、その維持管理については道であ

り、町でありと、かなり微妙に複雑に絡ん

でいる部分がございます。

そういう中で、地域の方からの要望を受

けまして、振興局にその対応について強く

要請しているところでありまして、振興局

からは、前向きに取り組むことのお話を受

けておりますが、予算の問題、また下流か

らとか、どのような形でやるかというとこ

ろでは、まだ課題が残っているようで、そ

れらのことも調整していただくことにはな

りますが、私どもからも、また強く要望し

てまいりたいと思います。

また、普通河川については、町の河川に

なります。これについても、その川の状況

によりまして、多面的機能支払制度の活用

とか、町の直接的な土砂上げとか、その辺

は相互に連携を図りながら、より効率的な

方法、また農家の方に御理解をいただける

内容を御説明しながら、進めてまいりたい

と思いますので、よろしくお願いいたしま

す。

○議長（大原 昇君） １１番橋本博之さ

ん。

○１１番（橋本博之君） 今回の一般質問

につきましては、大まかには農地の保全と

いうことで、町長も優良農地については保

全するのだと、パークゴルフ場の建設に当

たっては、その優良農地については避ける

のだということで、いい判断だったと思っ

ているわけですが、その優良農地にバレイ

ショの絶滅が大変難しい病気が出たり、せ

っかくの農期に小麦がつくれないような状

況になったり、またせっかく良い優良農地

が水はけの悪い農地になったりしてしまっ

ては、せっかく国の税金・道の税金・町の

税金・地元利用者の税金、そうしたものを

投入しながら、せっかくのものが本当に台

なしになってしまいます。

美幌町は来年で１３０年という歴史にな

っております。農家が始まって、１１０年

に満たないのではないかと思っております

が、今私たちが生活できるのは、こうした

先人たちの苦労によって、今こうした農地

とかいろいろな施設が建ったり、そうした

ものがあるのだと私は思っております。私

たちは、やはり将来の美幌の町民に対し

て、畑であるならば、健康的な畑、優良農

地を残す義務もあるのではないかと、その

ように思っております。

ということで、今回は時間が迫りました

ので、この辺で終わらせていただきます

が、農業には大きな課題がたくさん含んで

おります。このほかにＴＰＰの問題もござ

います。そうした中で、今後とも農業者が

安心して農業を営めるよう、また後継者が

進んで美幌の農業を継いでもらえるよう

な、そんなシステムを行政、ＪＡ、そして

関係団体とともにつくっていただきたいと

いうことを、切に最後に要望いたしまし

て、今回の質問を終わらせていただきま

す。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 引き続き、基幹産

業を守るために一生懸命頑張っていきたい

と、そのように思っております。

○議長（大原 昇君） これで、１１番橋

本博之さんの一般質問を終わります。

暫時休憩します。

再開は１４時２５分といたします。

午後 ２時１２分 休憩

―――――――――――――――――――

午後 ２時２５分 再開
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○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続き

会議を開きます。

通告順により発言を許します。

８番岡本美代子さん。

○８番（岡本美代子君） 〔登壇〕 私

は、さきに通告いたしました４点５項目に

ついて質問いたします。

１点目、環境衛生についてです。

１項目め、合同納骨塚の設置の考えにつ

いて。

このことにつきましては、平成２８年３

月定例会で委員会報告もされ、私も３回の

一般質問をいたしまして、町長の考えを伺

っているところですが、平成２６年１２月

の一般質問では、「町内の宗教法人に確認

したところ、各自で使用している納骨堂・

合同納骨堂も所有しており、承継者がいな

い方にも適切に対応している。このような

状況から、現在のところ合同納骨塚設置の

考えはないが、引き続き、宗教法人と協議

しながら研究していきたい」とのことでし

た。

その後の経過やお考えをお聞かせくださ

い。

２点目といたしまして、高齢者対策につ

いてです。

空き家を利用した高齢者の居場所づくり

について。

このことにつきましては、平成２６年１

２月定例会で一般質問いたしまして、その

ときの答弁では、規模や管理、運営面など

の課題も多いが、空き家利用を高齢者対策

の施策として研究していきたいとの答弁で

ございましたが、その後どのような経過に

なっているのかお聞かせください。

地域集会室は、町内に充実整備されてい

ますが、高齢者がつえをついて歩いて行け

る距離を考えますと、どの地域も十分だと

は言えませんし、地域活動への参加に送迎

となれば、一定の歯止めがかかります。高

齢化時代の地域力を高める施策づくりに手

を挙げる地域をモデル事業として、町が地

域の空き家の家賃を助成するお考えはない

か、お聞かせください。

３点目、教育行政についてです。

１項目めといたしまして、スポーツセン

ターの昼休みの開館について。

スポーツセンターは１２時から１３時ま

では昼休みとして利用できない状況となっ

ていますが、現在ある施設を最大限町民に

開放し、健康維持や生きがいづくりとして

利用していただきくべきだと考えていま

す。昼休みとして閉館しなければならない

事情や管内の同様の施設の昼休みの状況な

どをお聞かせください。

２項目めといたしまして、スポーツセン

ターの照明についてです。

スポーツセンターの照明は天井が高く、

切れたからといってすぐに取りかえられな

い状況はある程度理解いたしますが、長期

にわたり切れたままでは、種目によっては

非常に不便であり、ある程度の期間を置い

て整備する、または切れづらい照明に交換

するなど、考慮すべきと考えますが、お考

えをお聞かせください。

４点目といたしまして、美幌高校への支

援についてです。

生徒確保が困難な状況下で、町及び教育

委員会としての支援策はあるか。

町内最高学府としての美幌高校の位置づ

けは、町全体に大きな影響をもたらすもの

であると考えますが、少子化による間口確

保はますます難しくなり、少ない生徒数を

各学校で競争する時代になっていると考え

ます。生徒の将来を決める高校進学は、生

徒や親が将来を考え、進路を決定するもの

ですが、美幌高校と美幌農業高校が一つに

なっても、生徒確保が難しい状況になって

います。

私は、北海道教育委員会の適正配置計画

で、美幌高校の間口削減をＰＴＡ役員とし

て経験していますので、地元高校に対して

今できることを十分やっておかないと、中

学校卒業者の減少傾向が続く中、ますます
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地元高校の生徒確保が難しくなってくるの

ではないかと考えます。

地元高校への支援として、町としてでき

ること、教育委員会としてできることなど

のお考えがあれば、町長及び教育長のお考

えをお聞かせください。

以上、よろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 〔登壇〕 岡本議

員の質問にお答えを申し上げたいと思いま

す。

３番目の教育行政についてと、４番目の

美幌高校への支援についての２点について

は、後ほど教育委員会から答弁をさせてい

ただきたいと思います。

初めに、環境衛生について。

合同納骨塚の設置についてであります

が、町は、平成２７年６月に町内の宗教関

係者と意見交換を行って、納骨施設の拡充

への取り組み、合葬墓の建設、納骨に関す

る相談の事例を紹介していただくなど、さ

まざまな意見を伺ったところであります。

町としては、近年、少子高齢化、核家族

化、単身者の増加によって、葬儀・供養に

対する意識が多様化してきていることか

ら、合同納骨塚は近隣市町村を初めとする

他の自治体の状況、墓地の返還状況を見比

べつつ、町民ニーズが高まっていくことを

踏まえて、調査研究を進めてまいりたいと

考えているところであります。

次に、高齢者対策について。

空き家を利用した高齢者の居場所づくり

についてでありますが、高齢者の居場所づ

くりについては、「きょういく」「きょう

よう」は高齢者生きがい活動の中では重要

な課題であり、その提供範囲をどのように

していくかは、各自治会との協議も必要で

あると考えております。

高齢者の方々がきょう行く場所の確保に

ついては、明和大学や各サークル、ボラン

ティア活動などがありますが、まずは出か

ける場所の選択肢を多くすることが必要で

あり、地域サロンも一つの居場所であると

考えております。地域サロンの確保につい

ては、各地域の狭い範囲において提供でき

ることが望ましい姿でありますが、その確

保については、現状において難しいものと

考えております。しかし、さまざまな施設

や資源を活用することで、一定の確保を図

ることが可能であることから、各自治会と

の協議を図りながら、高齢者の居場所確保

に努めてまいりたいと考えているところで

あります。

次に、モデル事業に対する家賃助成であ

りますが、高齢者の居場所について、空き

家を活用しながら確保を図ることは一つの

手法であると考えられます。しかし、家賃

のみならず、空き家の確保、維持管理、家

主への理解、利用方法など、さまざまな分

野での協議が必要であり、各自治会からの

協力をいただくことが不可欠であることか

ら、各自治会との連携・協議に基づき取り

組んでまいりたいと考えております。

以上、答弁をさせていただきました。よ

ろしくお願いをいたしたいと思います。

○議長（大原 昇君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 〔登壇〕 岡本

議員の御質問に答弁させていただきます。

初めに、スポーツセンターの昼休み開館

についてでありますが、スポーツセンター

の使用時間は、美幌町スポーツ施設条例

で、午前９時から午後９時半までとしてお

り、昼休みの時間も通して利用いただける

状況でありますが、種目設定によりプログ

ラムを入れかわる時間を１２時から１３

時、それと１６時３０分から１７時の間と

して設定していることから、利用を制限さ

せていただく場合があります。利用者に支

障が生じるようであれば、利用団体とも協

議の上、調整を図ってまいりたいと考えて

おりますので、御理解をお願いいたしま

す。

また、管内の同様の施設の昼休みの利用

状況ですが、本町を除く１７市町村のう



－ 82－

ち、３市町が昼の１２時から１３時の間は

個人の使用をさせていないと認識しており

ます。その他の市町村は、昼の時間も使用

可能であると把握しているところでありま

す。

次に、スポーツセンターの照明について

の御質問ですが、スポーツセンターの照明

器具については、平成１２年に昇降式の照

明に改修しており、電球が切れた時点で、

照明器具を下げて交換しています。現在、

照明が切れている箇所については、電球切

れだけではなく、天井に設置している安定

器が経年劣化により故障しており、ことし

の８月１６日にアリーナに足場を組んで修

繕を行っておりますが、全ての照明器具の

修繕には至っておりません。早い時期に修

繕を完了したいと考えております。

また、切れづらい照明への交換でありま

すが、現在使用している照明の寿命は、約

９,０００時間であり、長期間使用可能な電

球でありますが、安定器の経年劣化により

全体を改修する時期にきております。この

改修に当たっては、現照明と比較して４倍

の寿命となり、さらに電気代が３分の１程

度になるＬＥＤ照明への交換が望ましいわ

けですが、改修には多額の経費が必要であ

ります。

今後の施設の耐震化を含めた大規模改修

時に計画していきたいと考えておりますの

で、御理解をお願いいたします。

次に、美幌高校への支援についてであり

ますが、この御質問は土谷町長、教育委員

会に対してでありますが、全体について教

育委員会からまとめて御答弁をさせていた

だきます。

美幌高校は、平成２３年４月に美幌高校

と美幌農業高校の一斉統合により、普通科

２間口、生産環境科学科１間口、地域資源

応用科１間口の定員１６０名の新たな美幌

高校として開校し、６年目を迎えておりま

す。美幌高校への入学者数は、中学校卒業

者の減少傾向が続く中、学科によってばら

つきはあるものの、全体で平成２６年度１

２４名、平成２７年度１２３名、平成２８

年度１００名と定員割れが続いており、特

に生産環境科学科の生徒の確保が難しい状

況であります。

このような中、美幌高校への支援であり

ますが、町といたしましては、従来から実

施しているニュージーランドへの高校生の

留学派遣などの事業の継続や、美幌伝導大

使として美幌高校生を任命させていただ

き、その自主的な取り組みについて積極的

に支援を行うこととしております。

教育委員会といたしましては、町広報で

の生徒募集や美幌高校と教育委員会が一体

となり、オホーツク管内以外の中学校への

生産環境科学科を中心とした生徒募集、あ

るいはマラソン大会へのスクールバスの臨

時運行、美幌高校の先生方の協力による古

典文学講座や美幌高校町民開放講座を通じ

ての情報発信など、少しずつではあります

が、継続した取り組みを進めております。

今後の対応としましては、まず、美幌高

校が魅力ある高校づくりを進めていただく

ことが重要であると考えております。あわ

せて、町と教育委員会が一体となり、子供

たちの多様な教育機会の充実を図るため、

継続して、道教委に対する間口確保や教育

施設・設備の充実を要請する取り組みが必

要と考えております。

また、町内唯一の高校を町民全体で支え

る気運を高めるためにも、美幌高校の教育

活動の様子を広く情報発信するとともに、

美幌高校との意見交換を重ねながら、地元

中学校からの進学率の向上を図るための必

要な手だてを協議・検討してまいりたいと

存じます。

以上、答弁させていただきましたので、

よろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） それでは、環境

衛生について、合同納骨塚の考え方などか
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ら入ってまいります。

答弁の中で、近年、少子高齢化・核家族

化・単身者の増加とありますが、過去に就

職して出ていった子供たちが、退職しても

帰ってこない、子供ができればその地で暮

らすことになる、弱った親を引き取ってい

く方もいるし、このままここに住み続けた

い、または全く子供のいない方もここ数年

の問題として、私は切実な思いでいます。

答弁では、近隣市町村・他自治体の状況

を見比べつつ、町民ニーズが高まっていく

ことを踏まえてとありますけれども、合同

納骨塚を設置している近隣市の網走や北見

の状況などは、過去の私の質問とか、それ

から委員会報告などでも、契約件数とか数

字を述べて出しているのではないかと思っ

ていますので、ただ、町で町民ニーズを把

握し切れていないのではないかと思ってい

ます。

私たち議員は、町の中で結構合同納骨塚

を早くつくってくれという要望というか、

そういう意見をお聞きします。これは、私

だけではなくて、かなりの議員が聞いてい

て、そういうことで委員会報告ということ

にもなったのだと思いますけれども、この

辺に、町長とのニーズの把握のし方という

のが、少し違うのではないかと思っている

のです。町長も、町長との懇談会とか開い

ていますので、そういうことを耳にする機

会があるのではないかと思っていますが、

その辺のところはどうでしょうか。町民の

ニーズとして、町長の耳に届いているのか

いないのか、お聞かせください。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） ２８年３月にもお

答えしたと思いますけれども、私は具体的

に、合同納骨塚を設置してくださいという

のは、直接お伺いしたことはありません。

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） この辺で、町長

は余り町の中にニーズを感じていないとい

うか、そういう声があまり町長には届いて

いないということなのですけれども、私

は、６５歳の方がだんだんふえていて、先

ほどのように全く子供のいない方もいます

ので、せっぱ詰まった問題として捉えてい

る方が町民の中にはたくさんいます。この

辺で、その辺の数字、最初の答弁の近隣町

村の状況とか踏まえながらというように言

っていますけれども、近隣町村でも十分に

申込者があって、美幌の中でも一定の数字

があるのではないかと私は感じていますけ

れども、この辺のことで、例えば、町長の

ところには直接そういう話が耳には届いて

いないけれども、町の中でそういう人たち

がどのぐらいいるのか、ニーズ調査をしよ

うという考えが町長におありかどうかお聞

きしたいと思います。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 耳に届いていない

ので、全く私は無視するだとか、そういう

ことは思ってもおりません。それで、必要

があれば、やはり今、議員がおっしゃるよ

うなアンケート調査といいますか、そうい

うものも必要かと思いますけれども、いわ

ゆる宗教関係者との懇談会もやっておりま

すし、宗教関係者からのアンケート調査も

やっているのですけれども、なかなか厳し

い声もあります。また、少子高齢化の中

で、やむを得ないのではないかというよう

な意見も、いろいろいただいているところ

であります。

その中で、どう私は判断すべきかという

ことは、なかなか難しいのですけれども、

ただ、もう少し町の中の議論が沸き上がっ

てもいいのではないかというような思い

で、今のところはおります。

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） 町長は、宗教関

係者と懇談というか、意見をお聞きしたと

いうことで、厳しい意見をいただいたとい

うことなのですけれども、私も日本伝統を
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受け継いで、お墓とか納骨堂を永遠と守っ

ていく、これが一番理想的なことだという

ように思っています。ただ、後継ぎがいた

り、墓守がいたりする方と、全くそういう

方がいないという方で、全国これだけ話題

になったり、実際にそういうものが設けら

れているということは、やはりその時代に

合った考え方、それから昔のように６人も

７人も１０人も子供がいたら、誰かが引き

継ぐとかということになりましたが、今は

全く子供がいない方もいますし、そういう

世の中が変わったことで、それに対して変

わっていくようなことが、政策とかお墓に

対するやり方も変わっていくことになるの

ではないかと思っています。

町長がおっしゃった、もう少し町の中の

議論が高まればということなのですけれど

も、私は本当にそういうものを望んでいる

方をたくさん知っているので、議論が高ま

るというよりも、要望があってもその方た

ちがどこに訴えていけばいいのかというこ

とを思っていて、私がこういうように代弁

したりしているわけなのですが、それは１

人や２人ではないということで、例えば本

当に、町長は議論が高まればと言うけれど

も、その議論を持って行く場所もないと。

それこそ、アンケート調査というか、ニー

ズ調査をするとか、そういうところで私は

本気になっていただきたいと考えています

けれども、もう一度答弁をお願いいたしま

す。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） ニーズ調査をして

はどうかというお話でありますけれども、

どういう形で町民の皆さんの意向を推しは

かっていくかということは、いろいろな手

法があると思いますので、これらも少し時

間をいただいて、考えさせていただきたい

と思っているところであります。単にアン

ケート調査みたく五者択一だとか、そうい

うようにやってしまうと、なかなかこれは

先祖代々、そして子孫まで続く話ですの

で、そういった五者択一みたいな話では、

なかなか難しい話だと思います。本当に生

の声を聞かなければいけないと思いますの

で、そうした方法がどういう形がいいのか

を、若干時間をいただいて、検討をさせて

いただきたいと思っております。

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） 町長がおっしゃ

るように、難しい問題であるので時間をい

ただきたいというのは十分理解をいたしま

す。ただ、今暮らしている方にも、余りも

う時間がないという方もおりますので、町

長の頭の中では、その時間というのがどの

ぐらいなのか、３年なのか、それとも来年

には何とかというところなのか、その辺の

こともある程度時間を区切っていただきた

いと思います。

ニーズ調査というか、どのぐらいのもの

を望んでいる方がいるかということを、私

ははっきり把握していただくということに

対して、そこのところはまず本当にきょう

返事をいただきたいというぐらいに思って

います。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今直ちにこの場

で、いつまでということを申し上げられな

いと思いますけれども、いずれにしろ、こ

の問題は少子化の中でいわゆる墓守がいな

くなるというようなことも含めて、命と魂

だとか、いろいろな問題があると思いま

す。非常に難しく、簡単にいかないのは、

やはり代々続いていく話なので、仮に合同

塚をつくって、１回そこに入れてしまう

と、もう後戻りできないというようなこと

も含めて、相当重大な問題だろうと思いま

すので、時間をかけて対処しなければいけ

ないのではないかと、そんな思いでおりま

す。今この場で、いつまでと言われると、

ちょっとつらい話でありますので、時期が

来たらしっかりとお話をさせていただきた

いと、そのように思っているところであり
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ます。

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） 先ほど、時代の

流れというように言いましたけれども、そ

れは、お寺の方、それからお墓をつくるこ

とを職業としている方もいます。そういう

方にとっては、本当に歓迎すべきではない

ことかもしれません。

それと、先ほど言いましたように、日本

古来の伝統を守っていくという――ただ、

私は、委員会報告もされましたけれども、

私も、同時に網走・北見に行かせていただ

いて、それそれぞれ良い点とかがありま

す。ただ、まだ時間が欲しいと町長はおっ

しゃっていましたが、私は、お寺にして

も、お墓をなりわいにしているところにし

ても、この合同塚で、まだまだ職業が出て

くるというように思っています。というの

は、あるところでは、合同納骨塚では、お

坊さんを連れてきてお参りができないとい

うところもあれば、自分の宗派のお坊さん

を連れて来てお参りするのが可能だという

ところもありますし、例えば、墓じまいを

すると。先ほど言ったように、もうこの辺

には子供がいない、就職で行った子供が帰

ってこられないから墓じまいをするという

方には、石材店としての職業が出てくるわ

けです。

それと、新聞などに書いてあったこと

は、自治体にとって残された墓というか、

古くなってしまった墓の整理をするには、

非常にお金のかかることだと書かれた記事

を読んだことがあります。だから、例え

ば、自分でそういうふうに考えて、納骨

塚、または墓じまいをする方――私も何年

か前には、墓じまいをする方の件数などを

見せていただいて、それを実際にここで話

したこともありますけれども、納骨塚を使

ったからといって、お寺さんの仕事と言い

ますか、そういうものがなくなるわけでは

ない。例えば、私は、後発と言いますか、

北見・網走よりも遅くやるのだったら、そ

れぞれの問題点を洗い出して、美幌ならで

はのやり方も考えられるのではないかと思

っていますので、余りしつこくしないで、

とりあえず町の中にニーズはある程度あり

ますということだけは、本当にきょう言い

たいと思っていますし、どのぐらいか把握

をしていただきたいというように思ってい

ますので、今後とも、そう時間を置かない

時期にお願いしたいと思っています。

次に、空き家対策に入っていきます。

高齢者の生きがいづくりについて、きの

う、きょうと空き家の問題がいろいろと出

ていますけれども、私は、これならまだま

だ人が住めるなとか、この辺だったらこの

辺の人が集まれるかなとか、そういうよう

な目でいつも空き家を見ているのですけれ

ども、団塊世代が全て７５歳になるなり、

医療や介護の体制が追いつかなくなる２０

２５年問題、迫りくる超高齢化社会には、

元気な高齢者が高齢者を支えることで、乗

り切れるのではないかと唱える人もおりま

す。私もそう考えております。高齢者とい

っても、元気な人がたくさんいます。地域

でも、自分も高齢者なのに、地域の人を支

えている方をたくさん見ていますので、高

齢者でも、地域の社会資源になりうるとい

う考え方もあります。

私自身の自治会でも、数年前から敬老会

を取りやめました。それは、出てくるのに

送り迎えがいるということで、一人で歩い

て来られない方がどんどんふえているので

す。月に一度、食事会をやっていますけれ

ども、やはりそこに参加する方からは、も

っと集まりたいというような声がありま

す。

厚生労働省によると、２０１０年には５

００万人だった単身高齢者世帯は、２５年

には７００万人になる見通しであって、地

域でも単身世帯が増加しています。しか

し、私は、自分の班でも単身高齢者、ひと

り暮らしがどんどんふえていますけれど
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も、しかし、実際のところ、少しの見守り

や近所づき合いがあれば、いつまでも自分

の家にいたいということをほとんどの方が

希望していますので、自宅にいるという願

いをかなえられるのではないかと考えてい

ます。

実際に、地域には認知症の方やひとり暮

らしをしている方を何人か見ておりますの

で、そういうお世話などをしたりしている

人がかなりいて、本当に今は地域で地域を

支えているということ、地域力というの

が、こうやって人を支え切れているのだな

というのを現実に見ています。地域でも、

特に女性はそういう集まれる場所が欲しい

などと言っていますけれども、実際に、自

治会でもそういう場所が欲しいというよう

に何回か考えたことはありましたが、やは

り、集会室を自治会で持つというか、不動

産を持つということが非常に難しいので

す。

そのような中で、答弁では、高齢者の居

場所づくりに空き家の活用は一つの手法だ

とありますけれども、自治会と相談すると

いうように言っていましたが、どの自治会

もそういうことができるとは思っていませ

んし、実際に自治会のすぐそばに自分の会

館があったりして、今あるところを使える

というところも、かなりあると思います。

繰り返しになりますけれども、きのうか

ら出ている空き家の問題で、今後、どんど

ん介護保険を使う方も多くなっています。

ただ、介護保険を使うようなことができる

とは限りませんけれども、ひとり暮らしで

元気な方が、本当に居場所づくり、昔で言

う縁側でのおしゃべり的なことができる拠

点をつくるということに対して、町長がど

のように考えているか、空き家ということ

でお話がありましたらお願いいたします。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 考え方は、岡本議

員と多分一緒だと私は思っております。空

き家を使うかどうかはちょっと別として、

お年寄りの集まる機会がだんだん少なくな

ってきているという中で、地域ごとにある

というのが、やはり一番行きやすいし、日

ごろから顔なじみの方が集まるというの

は、非常にいいことだと思いますし、そう

いった意味で岡本議員と考え方は一緒だと

思います。

ただし、空き家の確保だとか維持管理、

そして誰がやるのかというところが、非常

に問題になってくるのではないかと思って

いますので、やるのであれば、手上げ方式

で各自治会から手を挙げていただいてやる

というのが、一番ベストだろうと思ってお

ります。

それで、今サロンと言われているのが、

町内に１５カ所あります。ここは、それぞ

れにいろいろな場所を使ってやっていただ

いています。例えば、会館であるとか、集

会室であるとか、そういうところでやって

いるということであります。空き家が全て

ではなくて、いろいろな施設を利用しなが

らやるというのも、一つの方法だと思いま

すし、空き家を借りて、一戸全部を地元で

管理するということになると、それこそ大

変な労力も必要だと思いますので、その辺

も、いずれにしろ、やるとしたら手挙げ方

式しかやりようはないのではないかと思っ

ております。考え方は、多分議員と一緒だ

と思いますので、そういった意味で御理解

をしていただきたいと思っております。

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） 考えは一緒と言

われて大変うれしいです。

あと、空き家の確保とか、先ほど言った

維持管理・利用方法、これは、私は手挙げ

方式というのは、どこの自治会でもできる

ものではないと思っていますし、やろうと

する人がいてのことだと思っています。

先ほどから、高齢者の出ていくところ

に、明和大学とかいろいろと言っていまし

たけれども、ああいうところに出ていくと



－ 87－

いうのはちゃんと身なりを整えて、きちん

として出ていかなければならない。げた履

きで頭がぼさぼさでも、ちょっとつえをつ

いて行くとか、本当に、ある程度、弱者の

ためのそういうところがあれば、もっとも

っと地域の高齢者自身がそういう人たちを

助けられるのではないかと思っています。

そういうことで、できるところ、手を挙げ

る自治会からモデル事業をということは、

どこでもできるわけでもないし、向こうか

ら言われて自治会で引き受けてやれるもの

でもないというように考えています。

それで、例えば空き家の確保とか、維持

管理とか、その利用方法とか、そういうと

ころは、自治会とか、やろうとする団体に

任せていただいて、例えば４万円なり３万

円なりの家賃補助。空き家で空いていると

ころを誰かが交渉して借りて、空き家に対

する家賃補助をしてくれて、ここが一番大

切なところで、例えば水道や電気代は自治

会で払えるかもしれませんけれども、家賃

となれば少し高くなりますので、そういう

面倒な手続は、自治会とかその団体がする

としても、家賃補助をするということに対

して、町長はどうお考えでしょうか。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） これは、先ほど言

ったサロンであるとか、老人クラブ連合会

がそれぞれ地域に密着した活動をしており

ますので、そういったことも兼ね合わせて

考えないと、ここだけ突出していろいろな

手を差し伸べるということには、なかなか

難しいだろうと、そのように思っておりま

す。

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） ここだけという

か、先ほどから言っていますけれども、ど

こでもができるわけではないと思います

し、私はサロンとかシルバー会で月に１回

食事会とかもやっているのですけれども、

もっと日常的なものというようなイメージ

を考えております。

繰り返しになりますが、これからの高齢

化社会を乗り切るために、地域力をつける

ということで、例えば手を挙げるところに

家賃補助をするということを、もう一度十

分に考えていただきたいということを申し

上げて、この質問は終わらせていただきた

いと思います。

次に、教育行政のスポーツセンターに入

っていきます。

毎年１１月から、冬の対応でのスポーツ

センター使用になります。その前に各競技

団体の代表が入って調整をして、使用時間

などを決定するのですが、昨年からだと思

いますけれども、昼休みはまた使えなくな

るという話を聞いたと。また使えなくなる

ということで、またというのは少しおかし

いのですけれども、私は平成１１年に、昼

休みに閉めなくてはだめなのですかという

質問をしていて、その後に何となく使える

ような状況が続いていたのですけれども、

去年割とびしっと言われたと言うので、ど

うして使えないのかということなのです。

わざわざこうして質問に出すというのも

悪いのですけれども、何かこうはっきりと

決めておきたいと思ったものですから、教

育長の考えとしては、楽しんでいただける

のなら使っていいと言うのか、やはり条例

で決まっているからだめだと言うのか、答

弁を見てもどっちにもとれるというような

答弁だったものですから、この辺でちょっ

とはっきりしておきたいと思って、もう一

言お願いいたします。

○議長（大原 昇君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 答弁書に書いて

おりますけれども、お昼も使えるというこ

との意味で書きました。

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） 使えるならいい

のですけれども、使えるということをずっ

と浸透していただきたいのです。



－ 88－

ただ、答弁にもありましたように、使え

ないときももちろんありますので、それ

は、各競技をする者にとって、その辺でけ

んかをするということは、今はもう余り見

られないのではないかと思っています。子

供たちが来たときとか、休みとか、それか

ら冬の場合は、自衛隊の方で銃剣道をなさ

る方とか、そういうときで使えないという

ときに、文句が出るような状況ではないと

いうように思っています。だからはっきり

と、使えるときは十分に使っていただくと

いうような方向であれば、私はこの質問

は、これで終わらせたいと思っておりま

す。

次に、照明のほうに入ってまいります。

照明も、答弁では早い時期に修繕したい

けれども、高いということとか、それから

全体を改修する時期に来ているということ

なのですけれども、私もすぐに質問をした

わけではなくて、結構見守っていたのです

けれども、なかなかついていなくて、この

辺が全部暗いなどという苦情もあったもの

ですから、その基準というか、切れてどの

ぐらいでつけるとか、そういう基準がある

のかと思っていたのですけれども、そのよ

うなことでもなく、安定器とか大改修のと

きまで待たなければならないのか、その辺

どうなのでしょうか。

○議長（大原 昇君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 答弁させていた

だいた内容としては、全体的に本当に古く

なってきていますという意味で、総論的な

話を後段に書きました。

正直に言って、球が切れている分につい

ては、切れた段階で直すというのが一般的

だと思います。

今回、御質問のとおり、かなり切れてい

るところが目立つということで、担当も業

者を入れて、球切れなのか安定器なのかと

いうことの分析をさせていただきました。

そういう意味では、全部が球切れというこ

とではない部分がありまして、一応、接触

不良とか、それから球を購入して直せるも

のについては直したいということで考えて

おりまして、今、全部で１０灯が切れてい

ます。そのうち、多分８灯くらいまでは９

月中には全部つく形にします。

あと二つは、安定器の問題とか、本当に

単純にいかない部分がはっきりとしている

ので、それは今約束できませんけれども、

一応、９月中には、１０灯のうち８灯はつ

くようにしますので、いつまでもそのまま

にせず、繰り返しますけれども、切れた段

階で球が原因と判明できたものは、今後は

きちんと交換していく形をとりたいと思い

ます。

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） スポーツをする

者にとっては、特に冬場は混み合っていま

す。私は、もうスポーツをしなくなって１

０年になるのですけれども、やはり自分で

振り返っても、スポーツを楽しんで生き生

きと生きるということは、非常に健康にも

いいです。

ただ、スポーツセンターにもいろいろな

ところの地域の人が来ますので、余りにも

不備があれば、少し恥ずかしいというか、

実際に競技をしていて不便だという話も聞

きますので、ただ８灯までは直るというこ

とで安心しているところです。

何年か前に、たしか床とかも４,０００万

円ぐらいかけて直しました。まだまだ耐震

化をしてでも使うということなので、整備

に心がけていただきたいと思いますし、あ

わせて、教育委員会ですので、学校の体育

館などもチェックをしていただきたいと思

っていますので、その辺のことをもう一度

答弁いただきたいと思います。

○議長（大原 昇君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 基本的には、壊

れた部分については直すということを心が

けたいと思います。ただ、直すに当たって

も、お金がかかる話については、きちんと
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町長部局と協議をしながら、場合によって

は計画的に直さなくてはいけない物もあり

ますし、緊急を要するもの、例えば体育館

等で照度がとれないというようなときにつ

いては、これは早急に直すということで、

きちんと予算づけをしてもらって行うとい

うことは、きちんとしたいと思います。施

設が壊れていて使えないということだけ

は、避けたいと思いますので、御理解いた

だきたいと思います。

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） 次は、美幌高校

への支援について入っていきます。

道教委は、９月６日に２０１７～２０１

９年の公立高校配置計画を決定し、１９年

度から北見商業高校と北見柏陽高校の１学

級減が発表されました。６月に公表され、

各地域の意見を聞いて決定したとは言いま

すけれども、大体こういうことは公表され

てしまえば、各地で慌てて陳情に行ったり

しても、ほとんどがそのまま決定してしま

うということではないかと思っています。

美幌高校も、普通科２間口、それから職

業科というのでしょうか、そこで２間口

の、今は４間口を確保していますけれど

も、やはり、余りにも生徒数が確保できな

ければ、必然と配置計画の対象になってし

まうのではないかと考えています。

昔のことを言ってもあれですが、美高が

対象になったときは、たった１５人の定員

割れで間口が削減になったのです。そのと

きに、私もいろいろと、ほかの地域の道議

などの話を聞きますと、熱心なところとい

うか、地域にとって――今はもっと子供が

減りましたので、状況は変わったのかもし

れませんけれども、やはり自治体が熱心な

ところは、それなりに考慮されるのではな

いかというような話を聞いたのですけれど

も、今、農業分野で、全国で発表をして、

全国優勝をしたり、それから今年は、休み

などに学校へ行く機会があったのですが、

子供たちは一生懸命勉強をしているので

す。毎週土曜日に残って、一生懸命勉強を

して頑張っているというように見ていま

す。私は、町としてももっともっと応援し

ていくべきではないかと考えています。

先ほど、教育長から答弁をいただきまし

たけれども、いろいろな応援をしているこ

とは、私も実際わかっていますし、生徒確

保のために校長先生と一緒に歩くとか、そ

れから、ことしから美幌高校を宣伝するた

めに、各自治会の広報の中に美高の取り組

みを書いて全戸配布をしています。あれ

も、自分で仕分けをしながら、いいことだ

なと思って、なるべく上のほうになるよう

にして配っていたりしているのですけれど

も、ただ、私はやはり、何でもお金で応援

ということは余り好きではなかったのです

が、今となっては、この質問の矛先は町長

に行って、やはり町もある程度お金を出し

て応援する時代が来たのではないかという

ように思っていますけれども、その辺のと

ころ、町長いかがでしょうか。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 基本的には、やは

り魅力ある学校づくりをしないと、いくら

お金を出しても子供たちの願いはそこでか

なうのか、かなわないのか、夢がかなうの

か、かなわないのかということをはかりに

かけると、お金を出したら全てというの

は、私はなかなか難しいのではないかと思

っております。

まず、美幌高校は道立高校であるという

ことをしっかりと当事者として認識して、

学校として要望があれば道教委に上げてい

ただく、それに対して支援をしてくれと言

うのであれば、我々は幾らでも、私や副町

長や教育長が出向いて行って応援してもい

いというような覚悟でおりますので、お金

が全てという意味では、岡本議員もそうは

思ってはいないと思いますけれども、お金

を出せば全てという考え方では、なかなか

難しいのではないかと。では、隣の町とお
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金のかけぐあいの競争が始まったときにど

うなるかという話です。子供たちそっちの

けでお金の優劣で決まるなどということに

は、できればしてほしくないし、すべきで

はないと、そのように思っております。

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） 私も、先ほど言

いましたように、地元に学校があって守り

たいから子供たちが全員行くとか、そうい

う考えはもちろん持っていません。子供と

いうのは、いろいろな夢を持っていて、そ

の夢をかなえるために進路を選ぶわけで

す。ただ、選ぶときにいろいろな基準があ

って、部活で行く、勉強で行くなど、そう

いういろいろなものがあります。

私も、お金を出せばということではない

とは思っていましたが、今は少し変わりま

した。訓子府高校ですが、八つの支援とい

ういろいろな支援があります。教科書代と

か、入学の準備資金とかです。津別高校も

そうですが、こういうことをやっていると

いうのは十分わかっていました。ただ、一

番ショックだったのは、今遠軽高校もそう

いうことをやっているのです。ある意味、

似通った町というので、中標津・遠軽・美

幌というのは、どうしても比べているわけ

なのですけれども、先ほど支援といっても

いろいろな支援があると、でもやはりお金

の支援で、北見からでももっと生徒を集め

たいと。そういうことを今まだ１００人い

るうちに何とかやっていかなければ、もっ

と少なくなってから何かをしても、もう遅

いのではないかと思っています。だから、

お金ではないとは言っても、実際に通学し

ている方の親にしてみれば、迷っていたけ

ど助かったという正直な気持ちを聞いたり

すると、お金が全てではありませんが、そ

のお金の支援というのも、例えばもっと大

きな網走や北見から生徒を集めようとした

ら、通学費とか、そういうことでは、私は

もう考えていかなければもっと取り返しの

つかないことになるのではないかと思って

いるのです。そして、道の高校だから道に

ということでは、やはりもう済まされなく

なってきているのではないかと思っていま

すけれども、町長、考えは余り変わりませ

んか。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 学校が一つになる

ときも、私は随分粘り強くやったつもりで

おります。それは何かと言うと、二つを一

つにするのだから、モデル校みたいな形

で、しっかり位置づけていただいて、１０

年とりあえず教員の加配でもいいから、歴

史をつくってほしいという思いで、随分や

った記憶があります。

そういった意味で、ほかの町と生徒の取

り合いを始めたら、これはもう本当にそう

いう形が望ましい形なのかどうかというこ

とです。しかも、お金をかけてということ

になると、道教委に物言いたい気持ちにな

ります。道教委は何をしているのだと、そ

ういうように言いたくならないですか、岡

本議員。ちょっと待ってくださいと言いた

くなりませんか。僕はなります。だからし

っかりと道教委に対しても声を上げていき

たいと思います。

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） ２間口・２間口

で、４間口が残ったということは、ある意

味、私も安心はしていたのですけれども、

今、出生数とか、卒業生を見ると、本当に

難しい時代だと思っています。

それで、道教委に物申すのに、まだ配置

でどうのこうのと言われたわけではありま

せんけれども、例えば加配に対して、町長

が物申すのなら、本当に十分に物申してい

ただきたいと思っています。

それと、これは冷静に、周りの学校が、

例えばどういうふうに生徒を集めようとし

て、自治体としてどういう応援をしている

かということを、この辺を全部書き出すか
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調査をするかをしていかなければ、道教委

に物申すということだけでは、私は少し不

満です。だから、もっと遠軽高校も含め

て、いろいろな町が道立高校に対してどう

いうことをやっているかということを把握

して、口も出すが金も出すとか、そっちの

ほうならいいのですけれども、口だけとい

うのは、ちょっと私は好きではないと思っ

ています。ちゃんと周りの状況を把握して

いただきたいということを、きょうは述べ

ておきたいと思います。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） １０年以上前に、

美幌町として美幌高校に支援をしていた時

期がありました。そして、行革の一環でそ

の補助もやめました。こうやってお金を使

ってやるのが一過性でいいのかどうかとい

うところをしっかりと考えなくてはいけな

いし、一過性ではなくて、永続的にできる

ものを私は考えていくべきではないかと思

っています。それが、お金が絡むのか、絡

まないのかはちょっとわかりませんけれど

も、今、学校の中にオホーツク産業の育成

何とかという組織があるのです。そういう

ところをもう少し利用して、あるいはこの

中でも、美幌高校出身のＯＢがたくさんい

ると思うのです。そういう力を借りると

か、そういうことをしっかりと学校として

やっていかなければいけないのではないか

という思いも、多少しておりますので、お

金が全てではないというのは、ほかのとこ

ろを見渡してと言いますけれども、私はそ

ういったスタンスには、なかなか立ち得な

いのではないかという思いをしておりま

す。

○議長（大原 昇君） これで、８番岡本

美代子さんの一般質問を終わります。

暫時休憩します。

再開は１５時３５分といたします。

午後 ３時２６分 休憩

―――――――――――――――――――

午後 ３時３５分 再開

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続き

会議を開きます。

通告順により発言を許します。

５番稲垣淳一さん。

○５番（稲垣淳一君） 〔登壇〕 それで

は、一般質問をさせていただきます。

２項目４点であります。まず、地域資源

の利活用についてであります。

汚泥処理の方法、経費及び処分後の利活

用等について。

二つ目、廃棄物処分場の延命化と経費削

減について。

三つ目、食物残渣の処理及び利活用につ

いて。

それと、公共料金等の支払い方法につい

てであります。

まず１番、地域資源の利活用についてで

ありますが、本町の廃棄物処理場も第３期

が稼働いたしました。現在におけるごみ処

分問題は、町民・行政、企業が一体とな

り、相互の役割と協力のもと、今まで以上

にごみ分別の徹底とマナーの向上を図り、

ごみの減量化及びリサイクルの推進を目指

していくと、第６期総合計画に盛り込まれ

ております。

そこで、現在の我が町におけるごみ処理

についてお尋ねをいたします。

一つ目、終末処理場から出る汚泥の処理

方法、過去５カ年の処分量、処分に要する

経費及びその後の処分方法について。

二つ目、廃棄物処分場のさらなる延命化

と安定化、処理経費削減のための取り組み

について。

三つ目、我が町は農業を基幹産業とする

ところであり、その農産物を加工する企業

が名を連ねております。その企業から排出

される残渣の処理も、毎年莫大な経費と手

間をかけて処理されております。リサイク

ル化を進めていく上で、これら廃棄物を町

の地域資源と捉え、有効活用していく施策

について考えをお示しください。

公共料金等の支払い方法についてであり
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ます。

コンビニ収納に要する経費とスマッピー

カードによる公共料金の支払いについてで

すが、昨年４月から導入した町道民税や公

共料金のコンビニ収納の利用度が高まって

おります。この取り組みは、現在の生活ス

タイルに合致し、すばらしい成果を上げて

いるところです。また、職員の徴収に係る

手間の削減にも大きく寄与しているところ

と思います。

平成２７年度のコンビニ収納利用率は２

６.５６％となっておりますが、それに要す

る経費についてお示しいただきたいと思い

ます。

また、このように支払いの便利さが受け

入れられている現状を考えて、窓口業務で

の各種手数料の支払いを、町内に１万２,０

００枚のカードが出回り、手数料のかから

ないスマッピーカードでの収納も検討して

はいかがでしょうか。お考えをお示しくだ

さい。以上でございます。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 〔登壇〕 稲垣議

員の御質問にお答えをいたしたいと思いま

す。

初めに、地域資源の利活用について。

汚泥処理の方法、経費及び処分後の利活

用等についてでありますが、各家庭の台所

や風呂、トイレから排出された汚水は、下

水道終末処理場において処理され、河川に

きれいな水として放流され、処理の過程で

発生する汚泥は、産業廃棄物処分業の許可

を受け、汚泥の再資源化に有効利用できる

業者に処理を委託しているところでありま

す。

過去５カ年の排出量は５,０４９トン、処

分に要した経費は７,２１８万６,０００円

となっているところであります。汚泥処理

委託業者における汚泥の再資源化の状況で

ありますが、微生物発酵による堆肥化によ

り畑地への還元が図られ、現在のところ、

下水道汚泥は有効活用されております。

二つ目の廃棄物処理場の延命化などにつ

いての御質問ですが、廃棄物処理場を１日

でも長く使用していくためには、ごみの量

を減らすことが重要であります。町民の皆

様には、資源ごみ、その他プラごみなど、

分別の徹底に御理解をいただいて、減量化

につなげていきたいと考えております。

また、処理経費の削減ですが、ごみ減量

に伴って処理経費の削減が図られ、さらに

作業車両、機械についても耐用年数を見据

えながら、一日でも長く使用していくこと

を心がけることで努めてまいります。

三つ目の質問でありますが、町内の農産

物を加工している各企業では、平成１３年

度の食品リサイクル法の施行や環境意識の

高まりが相まって、排出される残渣の処理

を家畜飼料として商品化しているほかに、

堆肥やセメントの原料として有効活用に取

り組んでおります。

現在、町が事業主体となった野菜残渣を

活用した計画は持ち合わせておりません

が、今後、企業から相談のあった場合は、

国・道・関係機関と連携しながら適切に対

応を図ってまいります。

次に、公共料金等の支払い方法につい

て。

コンビニ収納に要する経費についてです

が、コンビニ収納は、町道民税普通徴収な

ど４税目と公営住宅使用料など四つの料金

の収納を対象に、平成２７年４月から導入

しております。経費につきましては、初期

投資として、電算システムのプログラム改

修費用が７５万６,０００円、サービス契約

料が７万５,６００円、ソフトインストール

料が３万２,４００円で、合計８６万４,０

００円となっており、ランニングコストと

しては、収納した件数にかかる事務取扱手

数料が８７万６,４２４円、収納事務に係る

月額基本手数料・接続料が１６万２,０００

円で、合計１０３万８,４２４円となってお

ります。

スマッピーカードによる公共料金等の支
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払いについてですが、議員の質問の中にあ

りましたとおり、平成２７年度のコンビニ

収納利用率は、税と料金をあわせて自主納

付のうちの２６.５６％となっております。

導入当初の見込みとして２０％としていま

したので、予想を上回る利用がされている

ことになります。これは、全国のコンビニ

でいつでも、どこでも納められるというこ

とから、時間及び納付場所の制約がなくな

ることにより、納付に対する利便性が向上

したことによるものと考えられます。

今後も、コンビニ収納利用率はふえるこ

とが予想され、それに伴い事務取扱手数料

の増加が見込まれますが、コンビニ収納導

入時の目的は、住民の納付に対する利便性

の向上であり、コンビニ収納利用率を見て

も、その効果があらわれていると考えられ

ます。よって、引き続きコンビニ収納を行

っていくことで住民の利便性の向上を図っ

ていきます。

また、スマッピーカードでの収納につい

て、どのような方法にするかにもよります

が、その収納方法によっては、電算システ

ムの整備などに多額の経費が必要となる場

合も考えられ、さらにスマッピーカードを

利用した公共料金の納入方法についても課

題が数多くあろうかと思います。以上のこ

とから、コンビニ収納を昨年度導入したば

かりであり、引き続き実施していく中で、

その費用対効果なども検証していくことと

しており、現状ではスマッピーカードでの

公共料金の支払いについて検討する時期で

はないと考えておりますので、御理解をお

願いいたしたいと思います。

以上、答弁をさせていただきました。よ

ろしくお願いをいたしたいと思います。

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。

○５番（稲垣淳一君） それでは、再質問

をさせていただきます。

まず、地域資源の利活用について、３点

お聞きしておりますが、ごみのことを地域

資源と捉まえて、いろいろと質問をさせて

いただきますので、よろしくお願いいたし

ます。

まず１点目ですが、答弁の中で過去５カ

年の排出量の下にございます、微生物発酵

による堆肥化、終末処理場のことですが、

畑地への還元云々とありますけれども、こ

れらをまずどこに運んでいるのか。また、

その１回に運ぶ量、あと頻度はどれぐらい

あるのでしょうか。それがまず１点。

あと、次のページでございますが、２行

目、処理経費の削減とありますが、今まで

もずっと有料化がされてから、いろいろと

分別化されて細分化されておりますけれど

も、さらに、処理経費の削減を考えるとい

うことに対しては、どのような方法をお考

えなのか。

三つ目、残渣処理の話ですが、家畜飼料

として商品化しているほかに、堆肥やセメ

ントの原料としているとありますが、その

辺、私は勉強不足でしたが、セメントの原

料とはどのようなものなのかお答えくださ

い。その方法です。

以上、３点お願いいたします。

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。

○建設水道部長（小西 守君） まず１点

目の、下水道汚泥の関係について御答弁を

申し上げます。

まず、どこにということでございます

が、こちらにつきましては、佐呂間町と湧

別町にそれぞれ工場がある二つの廃棄物処

理業者に、排出しているところでございま

す。その割合でございますが、佐呂間町が

７５％、湧別町が２５％という割合になっ

てございます。それから、頻度でございま

すが、大体、年間１,０００トン前後でござ

います。それで、頻度でございますが、ト

ラックで週に５日間と、毎日運んでいる状

況でございます。以上でございます。

○議長（大原 昇君） 民生部長。

○民生部長（高崎利明君） さらなるごみ

の減量ということでございますけれども、
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一応、ごみ減量につきましては、今は分別

をしておりまして、さらなる分別等を考え

られますが、今も少し混ざっている部分が

ありますので、分別の徹底等を図っていた

だくというような部分を考えております。

あと、方法といたしましては、廃棄物計

画の中では、有機性廃棄物のリサイクルの

検討という部分もありましたが、実際これ

をやるということになりますと、さらに家

庭の御理解等がないと、分別をしてもらう

ことからでないとできないということを考

えておりますので、現時点としましては、

今行っている分別を、さらにきちんと徹底

していただくことで、ごみの減量を図って

いきたいと考えておりますので、よろしく

お願いいたします。

○議長（大原 昇君） 経済部長。

○経済部長（矢萩 浩君） 食品残渣の関

係で、セメントの原料とはということでご

ざいますが、セメントの原料には、てん菜

からの製糖工程で生じる副産物ライムケー

キ、そして同じく、てん菜の製造に使って

おります石炭灰、これらがセメントの材料

となっております。よろしくお願いしま

す。

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。

○建設水道部長（小西 守君） 先ほど私

の答弁で、聞き間違いがありまして、汚泥

を肥料化としてどれぐらいできるのかとい

うような御質問であったかと思いますが、

汚泥としての排出量は抑えているわけでご

ざいますが、それが製品として肥料となっ

てどれぐらいのトン数になるのかというの

は、まだ把握をしておりません。

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。

○５番（稲垣淳一君） このように、ごみ

問題は多岐にわたっているということで、

建設水道部長・経済部長・民生部長と、い

ろいろな分野の方々が絡んでおり、町を挙

げての一大事業というように見ることがで

きるかと思います。

美幌町廃棄物の処理及び清掃に関する条

例であります。町民の責務、第３条、町民

は、廃棄物の排出を抑制し、再利用可能な

物の分別、不用品の活用、再生品の使用等

による再利用を図り、廃棄物の減量に努め

なければならない。事業者の責務、第４

条、事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再

生利用を促進すること等により、廃棄物の

減量に努めなければならない。事業者は法

令に基づき、その事業活動に伴って生じた

廃棄物をみずからの責任において適正に処

理しなければならない。町の責務、第５

条、町は、廃棄物の発生を抑制し、再生利

用を促進すること等により、廃棄物の減量

を推進するとともに、廃棄物の適正な処理

を図らなければならない。二つ目、町は、

再生利用等による廃棄物の減量及び適正な

処理に関する町民の活動を支援するよう努

めなければならない。

このように、美幌町は廃棄物の処理及び

清掃に関する条例を定めております。これ

らを我々町民、または企業がきちんと守っ

て町の財産を守るために、ごみの減量・分

別に努めなければならないということを改

めてここで知るわけでありますけれども、

ごみの減量化とリサイクル化を考えていく

ときに、美幌町のごみの処理体制といいま

すか、取り組みについて、今いろいろと各

部長からお聞きいたしましたけれども、昨

年のごみの総排出量７,７００トンなにがし

でありましたが、平成２４～２６年の３年

間の平均を見ますと、ごみの総排出量は年

間９,３１８トンとなっております。収集ご

みに関しましては、混合ごみ・粗大ごみ・

資源ごみ・その他プラを合わせて、５,５５

４トン。直接搬入ごみ、３,７６４トン。こ

れらの割合でいくと収集ごみが６割、直接

搬入ごみが４割と、直接搬入分がかなりの

量を占めていると。収集については、資

源・その他プラ等とリサイクル品も多いと

思いますけれども、この中で、ごみの減量

化を考えていく中で、現在取り組んでおり
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ますけれども、生ごみの堆肥化ですとか、

コンポストも販売しておりました。レジ袋

の有料化もありました。そしてまた、廃食

油のバイオディーゼル燃料化等々の取り組

みがなされて、現在の９,０００トン程度と

いう量まで減らしているのだろうと、過去

の数字も持ってはおりますけれども、かな

り減らしているという認識をしておりま

す。

そしてまた、それらを踏まえて、まだま

だ減量化には取り組まなければならないと

いう意識のもと、今後の課題について、ど

のようなものがあるかということでありま

すけれども、美幌町は、燃えるごみとか燃

えないごみとかという分別はしておりませ

ん。あえて言うとすれば、可燃ごみの減量

化の有効利用が必要なのであろうと。ま

た、生ごみと有機性廃棄物の有効利用。今

高崎部長も、一般家庭の状況が、もっとも

っと理解を示していただかなくてはならな

いとおっしゃっておりました。現在、子供

さんは紙おむつを多く使っておりますの

で、紙おむつも資源化する必要があるであ

ろうと。そしてまた、産業系の有機性廃棄

物の有効利用、残渣です。そしてまた、広

域連携による事業化。やはり、これからも

っともっと環境を考えたときに、美幌町１

町だけで担えるものなのか、その辺もまた

考えなければならないだろうと。

そしてまた、官民連携による事業化も考

えていかなければならないだろうというよ

うに思います。くどいですけれども、この

地域資源の利活用ということを改めて考え

たときに、まだまだ美幌町のリサイクル化

が低いと思われますが、これら９,０００ト

ンに対して質問いたします。どれぐらいの

割合がリサイクルに回っていると考えたら

よろしいでしょうか。リサイクル率をお教

えください。

○議長（大原 昇君） 民生部長。

○民生部長（高崎利明君） 今ありました

９,０００トンという数値につきましては、

２６年度の数値かと思いますけれども、９,

０００トンのうち、２６年度では大体１,８

５０トンぐらいが資源ごみで回収されてお

りまして、売り払いをしている紙類・缶

類・瓶類・ペットボトル・発泡スチロール

分が１,８００トンありますので、この部分

が先ほどの約９,０００トンのうち、リサイ

クルに回って町の売り払い代金の一部にも

なって収入を得ているという分でございま

す。

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。

○５番（稲垣淳一君） ９,３００トン程度

の中から１,８５０トンというのは、資源化

率ということでお聞きしたので、どうでし

ょうか、２割程度という認識でよろしいで

しょうか。

○議長（大原 昇君） 民生部長。

○民生部長（高崎利明君） 大変申しわけ

ございません。大ざっぱでございますが、

大体２割弱ということでお願いいたしま

す。

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。

○５番（稲垣淳一君） この２割ぐらいと

いう量が、私もまだ少し勉強不足で、ほか

の町と比較したわけではありませんが、こ

の数字が今の美幌町の限界なのか。まだ、

もっともっと３割４割ふやすと言うのか、

もうこれ以上はふえないぞと言うのか、ど

のようなお考えの数字だと認識されている

のでしょうか。

○議長（大原 昇君） 民生部長。

○民生部長（高崎利明君） 数値につきま

しては、２６年度の数値でございますが、

昨年６月からは、衣類・小型家電・乾電池

等のさらなる分別収集を開始しております

ので、もう少しふえてくると思っておりま

すし、ことしはごみの分別辞典も新たにつ

くりまして配布しますが、そういう意識が

高まることによりまして、今一般ごみの中

にも資源ごみが混ざっている部分もあると
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思いますので、そういう部分でさらなる分

別の徹底によって、比率がもう少し上昇し

ていくという形になりたいと考えておりま

す。

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。

○５番（稲垣淳一君） そういう衣類等々

も含めて、これからもっともっと分別化が

進めば、そのリサイクル化もふえるという

ことで理解いたしております。衣類のリサ

イクルももちろん大事ではありますが、や

はり、私もたまに仕事の関係で登栄の処分

場に赴くこともありますので、そうなると

気になるのは、混在ごみというのでしょう

か。やはり、生ごみがもう少し何とかなら

ないのかという気がいつもしております。

三つ目の質問にありましたけれども、企

業から出る残渣、また家庭から出る生ご

み、これらのサイクル化を進めることが、

これからまたさらなる処分場の延命、また

ごみを少なくするという問題に関しては、

非常に大きな比重を占めてくるのではない

かと思っています。

○議長（大原 昇君） 稲垣さん、少しお

待ちください。

―――――――――――――――――――

◎会議時間延長の議決

○議長（大原 昇君） お諮りします。

もはや４時近くになりましたが、あらか

じめ会議時間の延長をしたいと思います

が、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

―――――――――――――――――――

◎会議時間延長の宣告

○議長（大原 昇君） したがって、あら

かじめ会議時間の延長をすることに決定し

ました。

―――――――――――――――――――

◎日程第２ 一般質問

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。

○５番（稲垣淳一君） どこまで話したか

忘れてしまいました。

○議長（大原 昇君） 申しわけありませ

ん。

○５番（稲垣淳一君） それは冗談であり

ますが、とにかく、地域資源の利活用とい

う大前提のもとで改めてお話しますが、家

庭から出る生ごみ、そして企業から出る残

渣、企業といっても、農産加工物はもちろ

んですが、やはりいろいろと見渡してみま

すと、企業ではありませんけれども、例え

ば給食センターしかり、国保病院の給食し

かり、町も身近にいろいろなものを抱えて

いる。それら全て、登栄だとか、業者に行

っているとお聞きしておりますけれども、

給食センターは、養豚業の方に引き取って

もらっているということで、そういういろ

いろな工夫をして、リサイクルといいます

か、無駄なく使っているというようにも聞

いております。やはり大半は、食堂などの

いろいろなところから一般ごみとして、登

栄の処分場に行っているのが現状であると

思います。これらの生ごみを、どうリサイ

クル化するかということが、やはり私はこ

れから非常に求められている部分なのだろ

うということを痛感している次第でありま

す。

そのリサイクル化も、先ほど２割程度と

いうことでしたが、やはりほかの町のリサ

イクル、いろいろな中間処理工場の取り組

みを調べるにつれて、美幌町はまだまだ可

能性を秘めた町であるということが思われ

ます。例えば、ここにもある町内農産加工

場の資料をいただいてきたのですけれど

も、この工場は、町内近隣から農産品をた

くさん集めまして、そこでいろいろな加工

をして出荷していると。美幌町でも従業員

が４００人規模ある大きな企業ではあるの

ですけれども、ここは近隣の２社の産業廃

棄物業者に出しているとお聞きしました。

それで、大きく分けて、食物残渣、汚泥処
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理した脱水ケーキが２種類あるのですが、

昨年、平成２７年９月から２８年８月の１

年間、４年間分の資料はいただいてきたの

ですけれども、去年１年間だけでも３,３１

１トン。そして、そこに関する処理費用が

１,６５５万５,０００円ということで、こ

れは残渣だけです。そして、排水処理の脱

水ケーキは、２,４５７トン。そして、金額

ですが、量は少ないのですが、その処理経

費が３,４３９万８,０００円ということ

で、残渣と脱水ケーキを合わせまして、１

年間で５,７６８トン。経費の合計は、５,

０９５万３,０００円ということで、これが

１年間にかかる経費であります。

そのほかにも、町にはまだまだいろいろ

な農産加工をしている企業がありますの

で、これはあくまでも１例なものですか

ら、５,０００トンからの汚泥と残渣を合わ

せての数字なので、さっきの９,０００トン

というのは、あくまでも一般処理場の話な

ので、先ほど小西部長がおっしゃったよう

に、汚泥処理だとかいろいろなものを加味

すると、ある意味、美幌町の量より少し少

ないぐらいのことが一企業で行われている

残渣処理、廃棄物処理ということを鑑みま

すと、先ほどの条例にもありましたけれど

も、自分の責任においていろいろと処理を

しなくてはならないというような条例もあ

りましたけれども、くどいですが、これを

再利用化するということを考えると、地元

でもちろん加工品をつくっていますが、そ

こで出た残渣・廃棄物をお金をかけてよそ

の町に持っていって処理をしなくてはなら

ない。これも、いろいろとハードルは高い

のでしょうけれども、これらをうまく活用

することによって、それがまた中間処理工

場のようなものがあることによって、逆に

町の資源をよそに出さないで、町の中でさ

らにまたリサイクル化して、先ほど答弁に

あった町の中の汚泥のリサイクルはセメン

トやら堆肥などに利活用できるという話の

中で、ほかの町に持っていったお金を、町

中で循環型として回すことができるのでは

ないかと。そういうことをいろいろと考え

ていく中で、かなりもったいないことを美

幌町はしているのかと。何とかこれを、単

独なのか広域的なのか、その辺の考えはい

ろいろとあると思いますが、今後、ごみの

減量化、処分場の延命化、それらを考えた

中で、かなりの投資は必要かと思いますけ

れども、そういうことを考えていくという

お考えはどうでしょうか。今の話の考えに

ついて、どういうお考えを持ちか、お聞か

せください。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 有料化もして、町

民の皆様に分別収集を、たしか今１３種類

と細かく分けて、分別していただいて、よ

うやく定着してきたという状況にありま

す。それで、これからの一番の問題は何だ

ということになると、議員おっしゃったよ

うに生ごみをどうするかという問題だと思

います。コンポジットの方法もあります

し、いろいろな方法があるのでしょうけれ

ども、この生ごみをさらにリサイクルし

て、堆肥化したりするということになる

と、なお一層町民の皆さんにまた御負担を

かけなければいけない。中に、いろいろな

ものが入ってはまずいというようなことな

ので、そこをうまく分けてやらなければい

けないというようなことですし、コンポジ

ットにすると、下水に対する負荷が強くな

るというようなことも含まって、なかなか

難しい問題だと思っております。

それともう一つは、食物残渣をどうする

かということですけれども、現状では、私

どもが持っている処分場は一般廃棄物であ

りますので、多分、食物残渣は産廃になる

のでしょうか。ですから、それを町が産業

廃棄物として廃棄物場をつくって中間処理

をする。あるいは、最終的な処分までする

ということになると、多分イニシャルコス

トは相当な金額になると思いますので、計

算したことはないと思いますけれども、そ
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ういった多額の投資が必要だということが

ありますので、その辺の兼ね合いをどうす

るのか、そして議員がおっしゃるように、

水分を取り除いて中間的な処理をできるか

どうかということも、検討しなければいけ

ないと思いますので、いずれにしろ、なか

なか難しい問題があるだろうと、そのよう

な認識をしているところであります。

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。

○５番（稲垣淳一君） 私も、企業の食物

残渣や廃棄物を、町の処理場になどという

ことは毛頭考えているわけでもありませ

ん。少し言葉足らずで誤解を与えたかと反

省しておりますけれども、特に生ごみに関

しての資源は、固形燃料化にできるという

技術がありますので、そちらのほうにシフ

トしていくといいますか、ただ捨てるので

はなくて、くどいですが、地域資源の利活

用ということで、今回お話をさせていただ

いています。

ただ捨てるだけではなくて、この生ごみ

をどう利活用できるのかと調べましたとこ

ろ、ＲＤＦというのでしょうか、固形燃料

化してさらに埋め立てではなく、あえて言

うところの燃えるごみです。それは固形燃

料化にして、例えば油の代替エネルギーに

なるとか、そういう利活用についても今現

在はそういう技術が確立されておりますの

で、ぜひ捨てるから使うということに考え

方をシフトしていただきたいと。そしてま

た、確かに有料化が導入されて１０数年た

ちます。私も有料化で分別されたときは、

かなり戸惑ったことがありましたが、これ

もやはり人間なれというもので、近隣町村

に行ったときにプラごみと一般ごみを別々

に分けようとして、ごみ箱はどこだと聞い

たら、うちの町は一緒だということで、か

なり手ぬるい町だと思いました。案の定、

最近議会でそこの町ももめておりますけれ

ども、そのような、やはり環境を整えると

いいますか、考えることは我々町民、また

は企業のすごく当たり前な感覚であります

ので、１０年たって今ここまで積み上げて

きた町民の意識ですので、さらに高みを目

指して、リサイクルナンバーワンのまち美

幌町と、それぐらいのスローガンを掲げ

て、私は取り組むべきことになるのではな

いかと思っております。

くどいですけれども、ごみの埋め立てで

はなくて、燃えるごみ、固形燃料化をして

いくと。そしてまた、生ごみ、要は家庭の

ごみです。あと事業から出るごみ。それら

産業系の食品加工残渣、有機性廃棄物と言

われますが、堆肥化または食の安心・安全

を目指して、それらの堆肥をぜひまた、い

ろいろとハードルが高いのは私も存じてお

りますけれども、安全・安心な土をつくり

かえて、また美幌の土地に返して、そし

て、安全・安心な農作物を口に入れると、

そういう循環型といいますか、究極のリサ

イクルがなし遂げられるということで、す

ばらしいなと思っております。

確かに経費のこと、施設のことを、もち

ろん私も町単独でつくろうなどということ

は夢にも思っておりませんので、最後にそ

の話だけをして次に移りますが、ＰＦＩ方

式というのをきっと御存じかと思います。

一般企業と行政が手を組んで、民間企業の

いろいろなノウハウだとか、技術的なもの

を含めて、そしてまた行政のいろいろな資

金や技術やそれらを取りまとめて、事業化

していくというＰＦＩ。プライベート・フ

ァイナンス・イニシアティブと言われてお

りますけれども、それらをぜひ利活用して

いくことも視野に入れて、いろいろな産業

廃棄物の施設を美幌町にもというようなこ

とを、御検討いただくことができないかと

いうことを、ぜひ今後視野に入れて考えて

いただきたい。その先に、美幌町のリサイ

クル率、先ほど２割程度ということで話が

あったかと思いますが、最終的には、もう

８割９割、１００％とはもちろん言いませ

んけれども、それに近いリサイクル率が実
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現できる社会をつくれるというような実例

も私は見ておりますので、今後３０年、５

０年、１００年以上続くこの美幌町を、ご

み問題で潰すわけにはいきませんので、ぜ

ひ、その辺も真剣にひとつ考えていただき

たいと思いますが、いかがでしょうか。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） さらに高みを目指

してというお話であります。ぜひ目指して

いきたいと、そのように思っております。

それで、各地ではそれぞれの地域特性に

応じて、その町における地域資源をリサイ

クルして、新たなエネルギーに変えるとい

うようなことで、例えば家畜の排せつ物を

利用して鹿追町あたりが今取り組んでおり

ますけれども、そういう形もあると思いま

す。いずれにしろ、私どもの町の大きな課

題としては、先ほど言いましたように、生

ごみをどうするかということと、それから

今議員がおっしゃった、食物残渣をどうす

るかということであります。

いずれにしろ、三つのＲということで、

リサイクルだとか、リデュースであると

か、いろいろな言葉で言われておりますけ

れども、初期投資にお金がかかると、そし

てランニングコストもかかるということに

なると、やはりＰＦＩであるとか、ＰＰＰ

であるとか、今新たな民間資金を使ってや

る方法もいろいろと出てきておりますの

で、また提案をしてこられる方もおられま

すので、いずれにしろ、もう少ししっかり

と足を据えて、足を地につけて検討してま

いりたいと、そのように思っていますの

で、御理解のほどお願いをいたしたいと思

います。

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。

○５番（稲垣淳一君） 毎回私はいろいろ

な質問で、喫緊の課題だとか、スピード感

を持てだとかというお話をさせていただき

ますが、このごみについても、常に身近

な、毎日のことでありますので、ぜひとも

取り組みの検討をいただくことをお願いし

まして、最初の質問を終わらせていただき

ます。

次の質問に移ります。

コンビニ収納によります経費云々という

ことでお尋ねいたしました。

本来、税の収納は現金が原則のところ

を、コンビニ収納に切りかえていただい

て、非常に町民の利便性も上がっていると

いうことで、大変楽だという話も実際聞い

ておりますし、その辺は非常にタイムリー

な施策だと思っております。

そこで、さらにここでお考えいただきた

いのが、美幌町にはスマッピーカードとい

うカードがございます。十数年前に、この

カードができ上がっておりますけれども、

１万６,０００枚カードを発行されて、その

うち約１万２,０００枚ほどを町民が持って

いると聞いております。

ですから、本当に普段、小銭にいらずで

商店街専用のお財布カードというようなキ

ャッチコピーも聞きますけれども、お財布

カードという意味合いで、しかもこれは町

内でしか使うことができないという、それ

こそこれもお金が町内で回るという利便性

の高いカードであります。カードの中に、

最高３万円のお金をお財布としてチャージ

することができ、またお買い物した際に

も、１００円利用ごとに１ポイントつく

と。その１ポイントは１円としてまた使え

るのだというカードであります。町内には

約１００数店舗がスマッピーカードの加盟

店としてありまして、その中で、町内のお

買い物はもちろんですが、現在ワンコイン

バス等々にも使えるように、段取りをして

いただいているということであります。

今回の質問は、さらにその中で、町内の

お財布カードと言われているスマッピーカ

ードをぜひとも納税含めて、窓口手数料の

支払いにも使えないかという話でございま

す。

本来は税とか手数料という納付につきま
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しては、地方自治法で現金支払いが原則で

あるということは、私も承知しているとこ

ろでありますけれども、ある町の事例を挙

げると、スマッピーカードは協同組合が運

営しておりますので、その法人である組合

が、その町に預託金を出して、そしてその

窓口の職員がポイントを現金に換金して預

託金から収納するために引き落とすという

ことで、確かに手間は手間としてかかるの

ですが、その日のうちに現金化されている

ということを考えれば、何とかクリアでき

る話も出てくるのではないかと思います

が、いかがお考えでしょうか。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） 答弁書にも記

載をさせていただいておりますが、コンビ

ニ収納は、今後とも利用率が上昇していく

のだろうというように考えております。先

ほど議員もおっしゃっておりましたとお

り、納入できる時間帯、それから場所を拡

大するということで、町民の税等の納入の

利便性を向上するということの目的は、手

数料はかかっておりますが、十分果たされ

ているのだろうという認識を持っていると

ころでございます。

今、御質問のありましたスマッピーカー

ドについてでございますけれども、まず整

理をしなくてはいけない点がたくさんあろ

うかと思っております。今、稲垣委員がお

っしゃいました、ポイントを使っての税金

の納付、公共料金の納付というのものをや

っているところも現にあろうかと思いま

す。ただ、一つ、町といたしましては、商

店街の利用促進、あるいは経済の活性化を

含めて、今そのプレミアム分について８４

０万円の補助金をスマッピーのほうに出さ

せていただいております。それが、現金化

といいますか、カード化をされて、ポイン

トが付与されるということになれば、言い

方が正しいかどうかわかりませんけれど

も、税金で税金を支払うような形の制度が

でき上がるということについては、その税

金の納付等について考えなくてはいけない

ところが多々あるのだろうと思っておりま

す。そういうことを含めて、１回目の答弁

のとおり、今はまだコンビニ収納で十分町

民の利便性というのは確保できるのかとい

うことで、今現在において、スマッピーカ

ードを利用した公共料金の納入のあり方に

ついては、検討をする時期ではないという

ことで判断をしているところでございま

す。

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。

○５番（稲垣淳一君） 今の総務部長の御

答弁で、私も一定の理解はするところであ

ります。しかしながら、それでスマッピー

カードが全て利用ができないということで

はなく、公共料金の支払いが難しい、ハー

ドルがまだまだ高い、検討することがある

ということは理解したのですが、例えば、

プレミアム商品券の発行のときに、しゃき

っとプラザ集団健診ホールを使って、保健

福祉グループとスマッピーカードのイベン

トを一緒にやって、あそこで「検診の受診

をしませんか」「がん検診を受けません

か」ということも一緒に並行して、来たお

客さんに対してやっていることがありま

す。そこで、がん検診を受けた方々にごみ

袋を配っているのです。私もそこでもらう

のですけれども、そのゴミ袋を、例えばス

マッピーのポイントに切りかえて発行す

る。そしてまた、町はいろいろなイベント

を打つのだけれども、お客さんが固定化さ

れているですとか、だんだん利用客が減っ

ているだとか、そういうところに対して、

スマッピーカードのポイントを付与するこ

とによって、また新たなお客さんを発掘す

るだとか、そしてまた、町の施設の利用料

を――ポイントと先ほどおっしゃいました

けれども、プリペイドカード機能がありま

すので、中に現金が入っている場面もお客

さんによってはありますので、ポイントの

みならず、中のお金を財布がわりにカード
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で使うことが可能というものですので、そ

れらも今後は可能なのかと思います。

特に、今スマッピーカードはＩＣカード

化といいますか、そちらのほうも目指して

取り組んでいる最中でございますので、い

ろいろな可能性を秘めたカードでありま

す。美幌町も応援している１枚のカードで

あろうと思います。しかし、その小さなカ

ードの中にいろいろな大きな可能性を秘め

ているカードでありますので、公共料金は

別にして、ぜひ町のあらゆるところで、十

二分に使うことが考えられる機能を持って

いるということを御理解いただいて、前向

きに取り組んでいただきたいと思っており

ますが、いかがでしょうか。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） スマッピーカ

ードについては、来年機器の更新だとお聞

きをしております。それで、カードの中で

ＩＣ化が図られるのかと思っておりますけ

れども、先ほど言いましたとおり、公共料

金については相当難しいとは考えておりま

すけれども、行政の中で、どういった場面

でカードが使えるのか、その場合の行政と

しての投資を含めて、どの程度出てくるの

か、それらは検討させていただきたいと思

っております。

○議長（大原 昇君） これで、５番稲垣

淳一さんの一般質問を終わります。

以上で本日の一般質問を終わります。

―――――――――――――――――――

◎散会宣告

○議長（大原 昇君） 以上で、本日の日

程は全部終了しました。

本日はこれで散会します。

御苦労さまでした。

午後 ４時３５分 散会  



－ 102－

    美 幌 町 議 会 議 長

        署 名 議 員

        署 名 議 員


